
は
じ
め
に

１

問
題
の
設
定

一
九
三
三
年
初
夏
、「
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
父
」
と
称
さ
れ
た
元
ド
イ
ツ
陸
軍
総
司
令
官
ゼ
ー
ク
ト
将
軍(H

ans
von

Seeckt)

が
、
約

論

説

ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問

一
九
三
三
年

―
―
ド
イ
ツ
側
の
政
治
過
程
お
よ
び
中
国
政
治
へ
の
波
紋
―
―田

嶋

信

雄

は
じ
め
に

一

歴
史
的
諸
前
提

二

ゼ
ー
ク
ト
、「
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン
の
陰
謀

三

ゼ
ー
ク
ト
、
�將
介
石
と
第
三
代
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル

四

ゼ
ー
ク
ト
の
第
一
回
中
国
訪
問

五

ゼ
ー
ク
ト
と
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
決
裂

六
「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
成
立
と
、
ゼ
ー
ク
ト
の
心
の
闇

お
わ
り
に
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二
ヶ
月
間
中
国
を
訪
問
し
た
。
当
年
六
七
才
の
老
将
軍
は
五
月
六
日
に
香
港
に
到
着
後
、
上
海
か
ら
杭
州
に
遊
び
、
長
江
を
遡
上
し
て

南
京
に
到
着
、
避
暑
地
で
あ
る
�古
嶺
へ
赴
き
約
二
週
間
滞
在
、
�將
介
石
と
会
談
を
持
ち
、
そ
の
後
南
京
か
ら
山
東
経
由
で
北
京
へ
移
っ

て
三
週
間
を
過
ご
し
、
南
京
、
上
海
、
広
州
と
め
ぐ
り
、
七
月
一
五
日
に
香
港
か
ら
帰
国
の
途
に
着
い
た
。

ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
は
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
に
微
妙
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
。
第
一
に
、
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
滞
在
は
、
塘
沽

停
戦
協
定
（
一
九
三
三
年
五
月
三
一
日
）
に
よ
り
「
満
洲
事
変
」
に
一
応
の
終
止
符
が
打
た
れ
た
時
期
を
前
後
し
て
い
た
が
、
彼
を
招

聘
し
た
中
国
側
に
は
明
ら
か
に
対
日
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
政
治
的
意
図
が
存
在
し
て
い
た
。
第
二
に
、
当
該
時
期
は
、
ド
イ
ツ

で
ナ
チ
ス
が
権
力
を
掌
握
（
一
九
三
三
年
一
月
三
○
日
）
し
て
か
ら
約
三
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
新
し
い
極
東

政
策
お
よ
び
中
国
政
策
と
の
関
連
が
各
方
面
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た
。
第
三
に
、
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
は
、
中
国
の
中
央
政
府
と
地
方

権
力
、
具
体
的
に
は
西
南
派
（「
国
民
政
府
西
南
政
務
委
員
会
」
お
よ
び
「
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
西
南
執
行
部
」）
と
の
間
で
の
政

治
的
・
軍
事
的
緊
張
関
係
に
新
た
な
要
因
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
四
に
、
中
国
訪
問
中
の
一
九
三
三
年
六
月
に
ゼ
ー
ク
ト
は
�將

介
石
に
宛
て
て
中
国
軍
の
再
編
成
に
関
す
る
覚
書
を
提
出
し
、
中
国
軍
の
近
代
化
を
目
指
す
�將
介
石
の
努
力
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て

い
た
。
第
五
に
、
今
次
の
中
国
訪
問
で
ゼ
ー
ク
ト
の
人
物
と
能
力
を
高
く
評
価
し
た
�將
介
石
は
、
翌
一
九
三
四
年
五
月
、
ゼ
ー
ク
ト
を

ふ
た
た
び
中
国
に
招
聘
し
、
彼
を
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
「
総
顧
問
」（
一
九
三
四
年
―
一
九
三
五
年
）
と
し
て
厚
遇
す
る
こ
と

に
な
る
。
ゼ
ー
ク
ト
麾
下
の
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
主
た
る
任
務
は
、
当
初
は
対
共
産
党
戦
（「
囲
剿
戦
」）
の
遂
行
で
あ
っ
た

が
、
一
九
三
四
年
一
〇
月
に
中
国
共
産
党
が
軍
事
的
敗
北＝
「
大
西
遷
」
を
強
い
ら
れ
て
以
降
、
軍
事
顧
問
団
の
工
作
の
重
点
は
、
徐
々

に
対
日
戦
の
準
備
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ゼ
ー
ク
ト
の
一
九
三
三
年
中
国
訪
問
は
、
中
国
・
極
東
と
い
う
強
烈
な
政
治
的
・
軍
事
的
磁
場
に
お
い
て
展
開
さ

れ
た
ド
イ
ツ
の
重
要
な
対
外
行
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
ゼ
ー
ク
ト
の
訪

中
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ゼ
ー
ク
ト
の
生
涯
を
対
象
と
し
た
伝
記
的
な
研
究
の
一
こ
ま
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
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れ
が
当
時
の
ド
イ
ツ
政
治
お
よ
び
中
国
政
治
に
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
の
伝
記
的
な
研
究
に
学
び
つ
つ
も
、
�
ゼ
ー
ク
ト
の
訪
中
が
ド
イ
ツ
側
で
の
い
か
な
る
政
策
決
定
過
程
を

経
て
実
現
し
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
東
政
策
を
め
ぐ
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
初
期
の
政
治
的
諸
対
抗
の
一
端
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
�
併
せ
て
ゼ
ー
ク
ト
の
訪
中
が
当
時
の
中
国
政
治
―
―
と
り
わ
け
南
京
中
央
政
府
と
西
南
派
と
の
関
係
―
―
に
対
し
て

持
っ
た
意
味
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
分
析
の
枠
組
と
し
て
は
、
�
の
課
題
に
つ
い
て
、
筆
者
が
か
つ
て
設
計

し
た
「
ナ
チ
ズ
ム
期
ド
イ
ツ
外
交
の
分
析
枠
組
」
に
主
と
し
て
依
拠
す
る
こ
と
と
し
（
１
）

た
い
。

２

研
究
史

次
に
、
こ
こ
で
ゼ
ー
ク
ト
の
一
九
三
三
年
中
国
訪
問
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

ゼ
ー
ク
ト
の
死
（
一
九
三
六
年
一
二
月
二
七
日
）
後
、
ド
イ
ツ
で
は
、
残
さ
れ
た
膨
大
な
「
ゼ
ー
ク
ト
文
書
」（
主
と
し
て
日
記
お

よ
び
書
簡
）
を
も
と
に
、
軍
事
史
家
ラ
ー
ベ
ナ
ウ(Friedrich

von
R

abenau)

将
軍
に
よ
り
大
部
の
伝
記
『
ゼ
ー
ク
ト
―
―
そ
の
（
２
）

生
涯
』

（
一
九
四
〇
年
）
が
編
集
さ
れ
、
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
ゼ
ー
ク
ト
研
究
の
金
字
塔
と
な
っ
た
。
こ
の
著
作
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に

出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
長
所
と
短
所
を
同
時
に
兼
ね
備
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
長
所
と
は
、
具
体
的
に
は
多
く
の
同
時
代
人
の
証

言
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
短
所
は
長
所
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ゼ
ー
ク
ト
の

生
涯
の
検
証
で
は
な
く
顕
彰
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
ゼ
ー
ク
ト
の
活
動
―
―
と
く
に
彼
の
中
国
で
の
活
動
―
―
の

「
陰
」
の
側
面
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
程
度
目
を
ふ
さ
い
だ
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
ナ
チ
ス
体
制
下
で
の
出
版
で
あ
っ
た
た
め
、
ナ

チ
ス
に
都
合
の
悪
い
部
分
は
大
幅
に
捨
象
な
い
し
歪
曲
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
関
係
す
る
公
的
文
書
の
多
く
が
ア
ク
セ
ス
不
可
能
で
あ
っ

た
こ
と
も
、
そ
の
限
界
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
当
の
ラ
ー
ベ
ナ
ウ
自
身
が
、
著
作
の
史
料
的
限
界
と
、
ナ
チ
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ス
統
治
下
に
ゼ
ー
ク
ト
伝
を
書
く
こ
と
の
政
治
的
制
約
を
明
ら
か
に
意
識
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
「
不
吉
」
な
予
言
を
し
て
い
た
の
で

あ
る
。「
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
将
来
、
い
ず
れ
特
別
の
研
究
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
（
３
）

ろ
う
」。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ゼ
ー
ク
ト
研
究
で
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、軍
事
史
家
マ
イ
ア
ー
�
ヴ
ェ
ル
カ
ー(H

ans
M

eier-W
elcker)

の
大
著
『
ゼ
ー
ク
ト
』（
一
九
六
七
年
）
で
（
４
）

あ
る
。
本
書
は
、
上
記
の
ラ
ー
ベ
ナ
ウ
著
の
様
々
な
弱
点
を
免
れ
て
お
り
、
管
見
の
限
り
、

い
ま
だ
に
本
書
を
超
え
る
ゼ
ー
ク
ト
伝
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
本
稿
も
、
訪
中
時
の
事
実
の
確
定
や
手
稿
の
解
読
の
面
で
、
こ
の
伝
記

に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
マ
イ
ア
ー
�
ヴ
ェ
ル
カ
ー
著
で
は
、
当
時
刊
行
途
上
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ

外
交
文
書
集
（A

kten
zur

D
eutschen

A
usw

ärtigen
P

olitik
1918-1945

,

以
下A

D
A

P

と
略
）
を
含
め
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
そ
の
他
の

国
々
の
刊
行
・
未
刊
行
の
外
交
文
書
が
一
切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
り
、
国
際
政
治
史
研
究
と
し
て
の
本
稿
は
、
残
念

な
が
ら
、
マ
イ
ア
ー
�
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
依
拠
す
る
史
料
的
基
盤
に
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

右
に
見
た
ラ
ー
ベ
ナ
ウ
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
�
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
著
作
は
、
し
か
も
、
い
ず
れ
も
ゼ
ー
ク
ト
の
伝
記
的
記
述
を
意
図
し
た

も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
で
触
れ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ラ
ー

ベ
ナ
ウ
も
マ
イ
ア
ー
�
ヴ
ェ
ル
カ
ー
も
、
中
国
史
・
中
国
問
題
へ
の
理
解
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
く
、
中
国
政
治
外
交
史
へ
の
言
及

に
は
し
ば
し
ば
隔
靴
掻
痒
の
う
ら
み
が
残
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

他
方
、
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
活
動
全
般
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
（
東
独
）
に
提
出
さ
れ
た
メ
ー
ナ
ー(K

arl

M
ehner)

の
博
士
論
文
（
一
九
六
（
５
）

一
年
）、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
提
出
さ
れ
た
セ
プ
ス(Jerry

B
ernard

Seps)

の

博
士
論
文
（
一
九
七
（
６
）

二
年
）
お
よ
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
出
版
さ
れ
た
マ
ル
テ
ィ
ン(B

ernd
M

artin)

の
論
文
集
（
一
九
八
（
７
）

一
年
）

な
ど
が
あ
り
、
こ
う
し
た
著
作
を
通
じ
て
そ
の
活
動
の
詳
細
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
マ
ル
テ
ィ
ン
編
は
、
現
在
ま
で
の

在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
研
究
の
国
際
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
そ
こ
で
も
、
ゼ
ー
ク
ト
に

つ
い
て
は
、
マ
イ
ア
ー
�
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
前
掲
著
を
踏
ま
え
た
新
た
な
小
論
を
寄
稿
し
て
い
る
の
み
で
、
研
究
上
の
前
進
が
あ
っ
た
と
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は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
、
当
事
者
の
手
に
な
る
も
の
と
し
て
、
エ
ッ
ケ
ル
ト(W

alter
E

ckert)

の
回
想
録
（
発
行
年
記
載
な
し
、
私
（
８
）

家
版
）
が
あ
り
、

そ
の
一
部
で
ゼ
ー
ク
ト
の
第
一
回
訪
中
に
も
触
れ
て
い
る
の
で
、
参
考
に
な
る
。

中
国
で
は
、
馬
振
特
・
戚
如
高
が
、
ナ
チ
ズ
ム
期
の
中
独
関
係
に
関
す
る
著
書
（
一
九
九
八
年
）
の
一
部
で
、
中
国
側
の
文
献
に
依

拠
し
つ
つ
、「『
国
防
軍
之
父
』
駕
臨
中
国
」
と
題
し
て
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
を
描
い
て
お
り
、
参
考
に
（
９
）

な
る
。

３

史
料
状
況

次
に
、
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
に
関
す
る
史
料
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
な
に
よ
り
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
事
文
書
館
（
フ

ラ
イ
ブ
ル
ク
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
日
記
・
書
簡
を
始
め
と
す
る
「
ゼ
ー
ク
ト
（
１０
）

文
書
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、
同
じ
く
連
邦
軍
事
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
（
１１
）

文
書
の
ほ
か
、「
バ
ウ
ア
ー
（
１２
）

文
書
」、「
フ
ァ
ル

ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
（
１３
）

文
書
」
な
ど
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
を
経
験
し
た
歴
代
の
ド
イ
ツ
軍
人
の
個
人
文
書
な
ど
に
も
ゼ
ー
ク
ト
関
係
の

文
書
が
散
見
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
外
務
省
外
交
史
料
館
（
ベ
ル
リ
ン
）
所
蔵
の
中
国
関
係
（
１４
）

文
書
、
ド
イ
ツ
連
邦
文
書
館
（
ベ
ル
リ
ン
・
リ

ヒ
タ
ー
フ
ェ
ル
デ
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
旧
中
国
駐
在
ド
イ
ツ
大
使
館
文
書
に
も
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
に
関
す
る
文
書
は
（
１５
）

多
い
。

一
方
、
現
在
、
台
湾
の
国
史
館
（
新
店
）
で
は
「
�將
介
石
文
書
」（
い
わ
ゆ
る
「
大
渓
档
案
」）
が
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
で
公
開
さ
れ
、

現
在
そ
の
重
要
部
分
『
事
略
稿
本
』
が
順
次
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ゼ
ー
ク
ト
を
始
め
と
す
る
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
に
触
れ
た
も
の

も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
台
湾
の
雑
誌
『
伝
記
文
学
』、中
国
の
雑
誌
『
民
国
档
案
』
に
も
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
関
係
の
文
書

・
論
文
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

な
お
、
中
国
に
お
け
る
改
革
開
放
政
策
の
進
展
と
国
際
関
係
に
お
け
る
冷
戦
体
制
の
崩
壊
に
と
も
な
い
、
中
国
、
台
湾
お
よ
び
ド
イ

ツ
で
中
独
関
係
に
関
す
る
重
要
な
史
料
集
が
刊
行
さ
れ
て
（
１６
）

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
史
料
集
は
外
交
文
書
を
中
心
に
編
纂
さ
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れ
て
お
り
、
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
ア
ル
ヒ
ー
フ
史
料
に
多
く
を
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

一

歴
史
的
諸
前
提

１

ゼ
ー
ク
ト
略
伝

ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ー
ク
ト
は
、
一
八
六
六
年
四
月
二
二
日
、
北
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
で
陸
軍
将
校
の
息
子
と
し
て
生
ま

れ
た
。
一
九
才
で
プ
ロ
イ
セ
ン
陸
軍
に
入
隊
、
参
謀
将
校
と
し
て
の
道
を
歩
み
、
陸
軍
大
学
卒
業
後
、
一
八
九
九
年
に
参
謀
本
部
入
り

し
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
第
三
軍
参
謀
長
と
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
迎
え
た
。
一
九
一
五
年
三
月
以
来
、
マ
ッ
ケ
ン
ゼ
ン(A

ugust

von
M

ackensen)

の
下
で
第
二
軍
参
謀
長
を
務
め
、
同
年
五
月
、
ゴ
ル
リ
ッ
ツ
の
戦
い
を
勝
利
に
導
い
た
。
一
九
一
五
年
秋
、
マ
ッ

ケ
ン
ゼ
ン
と
と
も
に
セ
ル
ビ
ア
遠
征
で
活
躍
し
、
一
九
一
六
年
夏
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
第
七
軍
参
謀
長
、
一
九
一
七
年
末
に
は
ト
ル
コ

軍
参
謀
長
に
就
任
し
て
い
る
。

一
九
一
八
年
一
一
月
の
休
戦
協
定
締
結
後
、
一
九
一
九
年
四
月
に
パ
リ
講
和
会
議
ド
イ
ツ
代
表
団
に
陸
軍
代
表
と
し
て
参
加
し
、
ヒ

ン
デ
ン
ブ
ル
ク(Paul

von
H

indenburg)

退
任
後
、
ド
イ
ツ
陸
軍
参
謀
総
長
に
就
任
し
た
。

一
九
一
九
年
一
一
月
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
制
約
の
下
で
ド
イ
ツ
国
防
軍
が
再
編
成
さ
れ
る
と
、
ゼ
ー
ク
ト
は
新
設
の
参
謀
局
長

(C
hef

des
T

ruppenam
ts)

に
就
任
し
た
。
参
謀
本
部
の
設
置
を
禁
じ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
国
防
軍
に
あ
っ
て
、
参
謀
局
は
事
実
上
の
参
謀

本
部
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
。

一
九
二
〇
年
三
月
の
カ
ッ
プ
一
揆
で
国
防
軍
を
局
外
中
立
に
置
く
こ
と
に
成
功
し
た
ゼ
ー
ク
ト
は
、
国
防
軍
内
部
に
お
い
て
ラ
イ
ン

ハ
ル
ト(W

alther
R

einhardt)

と
の
権
力
闘
争
に
勝
ち
抜
き
、
陸
軍
総
司
令
官(C

hef
der

H
eeresleitung)

に
就
任
す
る
。
以
後
、
ゼ

ー
ク
ト
は
、
国
内
的
に
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
許
さ
れ
た
一
〇
万
軍
を
将
来
の
拡
大
国
防
軍
の
中
核
と
し
て
育
成
す
る
建
軍
路
線
を

追
求
し
、
他
方
対
外
的
に
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
制
約
を
革
命
ロ
シ
ア
と
の
提
携
に
よ
り
突
破
す
る
政
策
を
展
開
し
た
。
ロ
シ
ア
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と
の
提
携
で
は
戦
車
、
毒
ガ
ス
、
航
空
機
な
ど
近
代
兵
器
の
実
験
と
改
良
が
重
ね
ら
れ
た
。

一
九
二
三
年
一
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
軍
が
ル
ー
ル
地
方
を
占
領
し
た
。
こ
れ
に
端
を
発
す
る
激
し
い
政
治
危
機
に
直
面
し

た
大
統
領
エ
ー
ベ
ル
ト(Friedrich

E
bert)

は
、
一
九
二
三
年
一
一
月
五
日
、
憲
法
四
八
条
の
非
常
大
権
規
定
に
従
い
、
ゼ
ー
ク
ト
に

執
行
権
力
を
委
ね
る
に
至
っ
た
。
ゼ
ー
ク
ト
は
暫
定
的
に
一
種
の
軍
事
独
裁
を
実
施
す
る
権
限
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
ゼ

ー
ク
ト
は
、
一
方
で
ザ
ク
セ
ン
や
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
左
翼
革
命
運
動
を
弾
圧
し
た
が
、
他
方
ヒ
ト
ラ
ー(A

dolf
H

itler)

、
ル
ー
デ
ン

ド
ル
フ(E

rich
L

udendorff)

ら
が
一
一
月
八
日
に
引
き
起
こ
し
た
「
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
」（「
ヒ
ト
ラ
ー
・
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
一
揆
」）

に
対
し
て
は
、
国
防
軍
の
介
入
に
よ
る
一
揆
の
武
力
鎮
圧
を
拒
否
し
つ
つ
、
同
時
に
ま
た
一
揆
に
同
調
す
る
こ
と
を
も
拒
ん
だ
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
ヒ
ト
ラ
ー
一
派
の
一
揆
は
政
治
的
に
孤
立
し
、
敗
北
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
ゼ
ー
ク
ト
は
、
国
防
軍
を
「
国
家
の
中
の
国
家
」
と
し
て
対
外
的
に
遮
蔽
し
つ
つ
、
そ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
へ
の
政

治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
統
合＝
「
共
和
国
化
」
を
阻
止
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

一
九
二
六
年
に
ゼ
ー
ク
ト
は
国
防
大
臣
ゲ
ス
ラ
ー(O

tto
G

eßler)

と
対
立
し
、
上
級
大
将
の
身
分
で
退
役
し
た
。
そ
の
後
は
軍
事

評
論
家
と
し
て
活
動
し
、
ド
イ
ツ
人
民
党
の
代
議
士
と
な
っ
た
が
（
一
九
三
〇
年
―
三
二
年
）、
政
治
的
に
は
不
遇
で
あ
っ
た
。
一
九

三
一
年
に
は
右
翼
勢
力
の
統
一
戦
線
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ル
ツ
ブ
ル
ク
戦
線
」
に
係
わ
っ
た
。
一
九
三
二
年
の
大
統
領
選
に
お
い
て

右
派
の
大
統
領
候
補
と
目
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
局
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
出
馬
と
な
り
、
ゼ
ー
ク
ト
の
政
治
的
不
満
は
残
っ

た
。
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
掌
握
を
、
ゼ
ー
ク
ト
は
複
雑
な
思
い
で
迎
え
た
の
で
（
１７
）

あ
る
。

２

南
京
政
府
と
西
南
派

一
九
二
八
年
六
月
九
日
、「
北
伐
」
軍＝

国
民
革
命
軍
は
北
京
に
入
城
し
、
中
国
は
一
応
の
統
一
を
達
成
し
た
。
し
か
し
「
北
伐
」

軍
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
�將
介
石
、
閻
錫
山
、
馮
玉
祥
、
李
宗
仁
の
四
大
派
閥
の
合
掌
連
衡
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
九
二
九
年
二
月
に
は
国
民
党
の
指
導
権
を
求
め
て
李
宗
仁
ら
「
桂
〔
広
西
〕
系
」
が
反
�將
運
動
を
起
こ
し
、
湖
南
方
面
に
進
出
し
た

が
（「
両
湖
事
変
」）、
�將
介
石
は
大
小
軍
閥
を
糾
合
し
て
広
西
派
を
制
圧
、
李
宗
仁
・
白
崇
禧
ら
は
国
外
に
逃
亡
し
た
。
そ
の
後
、
広

西
政
局
を
め
ぐ
る
混
乱
に
乗
じ
て
広
西
に
戻
っ
た
李
宗
仁
と
白
崇
禧
は
、
ふ
た
た
び
広
西
権
力
を
掌
握
し
た
。

一
九
三
〇
年
九
月
、
汪
兆
銘
、
閻
錫
山
、
馮
玉
祥
、
李
宗
仁
ら
は
�將
介
石
に
反
旗
を
翻
し
、
北
京
に
北
方
政
権
を
樹
立
し
た
。
し
か

し
東
北
軍
閥
を
背
景
と
す
る
張
学
良
が
�將
介
石
支
持
を
表
明
、
一
〇
月
一
〇
日
に
�將
介
石
軍
は
洛
陽
に
入
城
し
て
閻
錫
山
ら
反
�將
軍
を

撃
破
し
た
（「
中
原
大
戦
」）。
こ
の
勝
利
後
、
�將
介
石
は
国
民
党
内
の
実
権
を
掌
握
す
る
た
め
「
粛
軍
」
に
乗
り
出
し
た
が
、
李
宗
仁
、

白
崇
禧
ら
は
広
西
省
の
支
配
権
を
維
持
し
た
。

翌
一
九
三
一
年
五
月
二
八
日
、
李
宗
仁
は
汪
兆
銘
ら
と
ふ
た
た
び
反
�將
連
合
を
結
成
し
、
広
州
に
あ
ら
た
な
「
国
民
政
府
」
を
樹
立

し
た
。
し
か
し
そ
の
後
柳
条
湖
事
件
（
九
月
一
八
日
）
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
満
洲
事
変
」
が
勃
発
す
る
と
、
中
国
で
は
国
内
統
一
へ

の
希
求
が
高
ま
り
、
一
〇
月
二
二
日
に
上
海
で
�將
介
石
、
汪
兆
銘
、
胡
漢
民
の
三
者
会
談
が
開
催
さ
れ
、
同
月
二
七
日
よ
り
一
一
月
七

日
に
わ
た
っ
て
南
京
・
広
東
両
政
権
の
和
平
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
翌
三
二
年
一
月
一
日
に
�將
介
石
と
汪
兆
銘
の
連
合
政
権

（「
汪
�將
合
作
政
権
」）
が
成
立
し
、
同
五
日
、
広
東
国
民
政
府
は
解
消
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
妥
協
の
結
果
、
広
東
派
・
広
西
派

を
中
心
と
し
た
西
南
派
は
「
国
民
政
府
西
南
政
務
委
員
会
」
お
よ
び
「
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
西
南
執
行
部
」
を
組
織
し
、
貴
州
・

雲
南
な
ど
を
含
め
た
華
南
に
対
す
る
広
範
な
自
治
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
西
南
派
は
、
南
京
中
央
政
府
と
の
間
で
党
務
・
政
治
・

経
済
・
軍
事
な
ど
の
各
レ
ヴ
ェ
ル
を
含
む
「
全
方
位
的
敵
対
」（
陳
紅
民
）
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
（
１８
）

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
西
南
派
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
は
、
あ
く
ま
で
「
反
�將
」
を
目
指
す
胡
漢
民
、
鄒
魯
、
蕭
仏
成
、

�
沢
如
ら
国
民
党
元
老
派
、
な
に
よ
り
も
地
域
で
の
権
力
基
盤
の
維
持
・
拡
大
を
目
指
す
広
東
派
、
両
者
の
間
で
独
自
の
動
き
を
示
す

広
西
派
の
各
グ
ル
ー
プ
が
分
立
し
て
い
た
。

広
東
派
の
領
袖
は
「
南
粤
〔
広
東
〕
王
」
と
称
さ
れ
た
陳
済
棠
で
あ
っ
た
。
陳
済
棠
は
、
政
権
基
盤
を
固
め
る
た
め
税
制
改
革
（「
専
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税
」
導
入
）
や
公
開
入
札
制
度
導
入
に
よ
る
請
負
改
革
を
試
み
、
い
く
つ
か
の
実
績
を
上
げ
た
。
さ
ら
に
、
省
政
府
の
資
本
投
下
に
よ

り
製
糖
業
な
ど
を
育
成
し
て
利
益
を
独
占
、
六
〇
％
を
超
え
る
軍
費
を
含
め
た
省
財
政
の
拡
大
に
努
（
１９
）

め
た
。
こ
う
し
て
捻
出
さ
れ
た
資

金
に
よ
り
陳
済
棠
は
、
広
東
省
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
乗
り
出
す
と
と
も
に
、
四
個
師
に
過
ぎ
な
か
っ
た
陸
軍
を
三
個
軍
に
再
編
成
し
、

広
東
省
空
軍
を
創
設
す
る
な
ど
、
大
幅
な
軍
備
拡
大
に
乗
り
出
し
た
の
で
（
２０
）

あ
る
。

李
宗
仁
、
白
崇
禧
ら
を
中
心
と
す
る
広
西
派
は
、「
半
独
立
」
状
態
の
下
で
、「
民
団
制
度
」
の
下
に
住
民
を
組
織
し
、
広
西
の
治
安

維
持
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ア
ヘ
ン
販
売
な
ど
を
通
じ
て
収
入
を
増
や
し
、「
建
設
広
西
、
復
興
中
国
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
さ
ま

ざ
ま
な
近
代
化
政
策
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
軍
事
に
関
し
て
は
、
一
方
で
外
国
製
武
器
の
購
入
に
努
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
独

自
の
兵
器
工
場
建
設
の
計
画
を
推
進
し
、
武
器
の
自
給
を
図
っ
た
。
李
宗
仁
の
回
想
に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
の
兵
器
工
場
の
中
に
は
、

そ
の
規
格
の
精
密
さ
、
設
備
の
斬
新
さ
に
お
い
て
、
実
に
中
央
の
各
兵
器
工
場
を
凌
駕
す
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
広
西
派
は
、

軍
の
中
で
も
と
く
に
空
軍
の
建
設
を
積
極
的
に
行
（
２１
）

っ
た
。

西
南
派
内
部
の
力
関
係
は
微
妙
で
あ
（
２２
）

っ
た
。
そ
も
そ
も
「
両
湖
事
変
」
に
際
し
陳
済
棠
は
�將
介
石
支
持
の
通
電
を
行
っ
て
お
り
、
そ

の
際
「
広
東
省
主
席
」
で
あ
っ
た
広
西
派
の
陳
銘
枢
を
追
放
し
て
広
東
に
お
け
る
支
配
的
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
陳
済
棠
の
基
本
的
な
立
場
は
、
胡
漢
民
、
汪
兆
銘
ら
国
民
党
元
老
派
と
�將
介
石
の
間
で
の
対
立
を
利
用
し
て
広
東
に
お
け
る
地

位
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
九
三
三
年
一
一
月
に
広
東
系
の
李
済
�
が
中
心
と
な
っ
て
樹
立
し
た
「
福
建
人
民
政
府
」
に
対
し

て
、
胡
漢
民
や
李
宗
仁
は
こ
れ
に
呼
応
し
た
新
た
な
政
府
を
樹
立
す
る
動
き
を
示
し
た
が
、
陳
済
棠
は
「
福
建
事
変
が
党
国
の
前
途
に

ま
す
ま
す
危
険
を
与
え
て
い
る
」
と
し
て
陳
銘
枢
・
李
済
�
ら
を
「
叛
党
叛
国
」
と
指
弾
し
、
南
京
中
央
政
府
に
よ
る
福
建
へ
の
派
兵

要
請
は
拒
否
し
た
も
の
の
、
中
立
宣
言
を
発
し
た
の
で
（
２３
）

あ
る
。

し
か
し
そ
の
後
も
南
京
中
央
政
府
と
西
南
派
の
対
立
は
継
続
し
た
。
一
九
三
四
年
七
月
、
�將
介
石
は
日
記
に
「
広
東
が
平
定
さ
れ
な

け
れ
ば
、
軍
事
も
整
理
の
し
よ
う
が
な
い
」
と
記
し
、
武
力
に
よ
る
西
南
派
の
討
伐
を
考
え
て
い
た
の
で
（
２４
）

あ
る
。
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一
九
三
六
年
五
月
九
日
、
西
南
派
元
老
派
の
胡
漢
民
が
突
然
脳
溢
血
に
襲
わ
れ
て
三
日
後
に
広
州
で
死
去
し
た
。
�將
介
石
中
央
政
権

は
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
西
南
派
に
政
治
的
・
軍
事
的
圧
力
を
集
中
し
た
。
追
い
つ
め
ら
れ
た
西
南
派
は
軍
事
的
な
冒
険
に
打
っ
て

出
た
。
彼
ら
は
陳
済
棠
を
先
頭
に
「
抗
日
」
を
掲
げ
て
�將
介
石
に
反
旗
を
翻
し
た
の
で
あ
る
（「
両
広
事
変
」）。
し
か
し
こ
の
試
み
は

�將
介
石
の
硬
軟
入
り
混
ぜ
た
政
治
的
・
軍
事
的
圧
力
の
前
に
失
敗
し
、
広
東
軍
の
部
隊
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
南
京
に
投
降
し
た
。
さ
ら
に
陳

済
棠
は
下
野
を
宣
言
し
て
国
外
に
逃
亡
、
広
東
・
広
西
の
南
京
中
央
政
権
へ
の
政
治
的
統
合
が
進
む
こ
と
に
（
２５
）

な
る
。
広
東
・
広
西
は
こ

の
よ
う
な
状
況
の
下
で
一
九
三
七
年
七
月
七
日
を
迎
え
る
。

二

ゼ
ー
ク
ト
、「
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン
の
陰
謀

１

一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
中
国
の
軍
需

第
一
次
世
界
大
戦
で
の
敗
北
に
よ
り
ド
イ
ツ
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
下
、
兵
器
の
開
発
お
よ
び
輸
出
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
軍
事
技
術
の
世
界
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
発
展
・
競
争
か
ら
の
脱
落
を
怖
れ
た
ド
イ
ツ
軍
部
お
よ
び
ド
イ
ツ
軍
需

産
業
は
、
密
か
に
ド
イ
ツ
本
国
を
離
れ
た
世
界
各
地
で
軍
事
技
術
の
開
発
・
改
良
の
努
力
を
行
っ
て
い
た
。
陸
軍
・
空
軍
技
術
に
つ
い

て
は
主
と
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
地
に
お
（
２６
）

い
て
、
ま
た
海
軍
技
術
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
日
本
に
お
（
２７
）

い
て
、

当
該
国
軍
部
と
の
協
力
・
交
流
の
下
、
こ
う
し
た
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
努
力
は
、
兵
器
輸
出
の
分
野
に
お
い
て
も
密
か
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ

の
兵
器
輸
出
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
第
三
国
を
経
由
し
た
ド
イ
ツ
の
兵
器
輸
出
の
重
要
な
潜
在
的
対

象
国
の
一
つ
と
し
て
、
長
期
に
わ
た
る
内
戦＝

「
軍
閥
」
抗
争
に
明
け
暮
れ
、
膨
大
な
兵
器
需
要
を
有
す
る
中
国
が
あ
っ
た
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
六
月
の
�將
介
石
に
よ
る
「
北
伐
」
の
成
功
と
一
応
の
中
国
統
一
も
、
こ
う
し
た
事
態
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
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は
な
か
っ
た
。
共
産
党
を
含
む
中
国
の
各
地
方
権
力
者
の
間
で
の
潜
在
的
・
顕
在
的
内
戦
状
態
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
依
然
と
し
て

継
続
し
て
い
た
う
え
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
、
日
本
と
の
政
治
的
・
軍
事
的
緊
張
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
中
国
の
兵
器
需
要
は
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
一
九
三
〇
年
、
ド
イ
ツ
経
済
界
は
大
規

模
な
研
究
調
査
団
を
中
国
に
派
遣
す
る
が
、
こ
う
し
た
経
済
的
関
心
の
背
後
に
は
、
世
界
経
済
恐
慌
下
で
縮
小
す
る
ド
イ
ツ
輸
出
市
場

の
打
開
と
い
う
一
般
的
な
意
図
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
国
の
軍
事
的
需
要
に
対
す
る
ド
イ
ツ
産
業
界
の
個
別
的
な
期
待
も
込
め
ら

れ
て
い
た
の
で
（
２８
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
製
兵
器
へ
の
関
心
は
、
他
方
、
中
国
の
側
で
も
確
実
に
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
孫
文
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
一
九
二

五
年
の
彼
の
死
に
至
る
ま
で
、
独
自
の
「
中
独
ソ
三
国
連
合
」
構
想
の
下
で
、
ド
イ
ツ
か
ら
兵
器
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、

ド
イ
ツ
軍
需
産
業
の
支
援
に
よ
り
中
国
・
広
東
に
兵
器
工
場
を
設
立
す
る
計
画
を
実
現
し
よ
う
と
執
拗
に
努
力
を
重
ね
て
（
２９
）

い
た
。
さ
ら

に
、
こ
う
し
た
父
の
計
画
を
受
け
継
ぐ
形
で
孫
科
も
、
一
九
二
八
年
夏
、
伍
朝
枢
・
胡
漢
民
と
と
も
に
ド
イ
ツ
を
訪
問
し
、
孫
文
の

『
建
国
方
略
』
中
の
「
国
際
共
同
中
国
実
業
発
展
計
画
書
」
に
沿
っ
た
援
助
を
ド
イ
ツ
外
務
省
に
要
望
し
た
の
で
（
３０
）

あ
る
。

ま
た
、
同
じ
時
期
、
マ
ッ
ク
ス
・
バ
ウ
ア
ー(M

ax
B

auer)

と
と
も
に
陳
儀
ら
の
代
表
団
が
ド
イ
ツ
を
訪
問
し
、
ド
イ
ツ
各
界
と
の

接
触
を
図
る
と
と
も
に
、
常
設
的
な
顧
問
団
形
成
の
た
め
に
活
動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
同
じ
時
期
、
広
東
派
の
李
済
�
が
広
州
に
お
け

る
兵
器
工
場
の
た
め
、
か
つ
て
の
孫
文
の
腹
心
朱
和
中
を
ド
イ
ツ
に
派
遣
し
て
い
た
の
で
（
３１
）

あ
る
。

２

ペ
ル
ツ
中
国
商
会
の
活
動
と
ゼ
ー
ク
ト

ド
イ
ツ
製
兵
器
へ
の
関
心
は
、
も
ち
ろ
ん
孫
文
の
広
東
政
府
や
�將
介
石
の
南
京
政
府
な
ど
中
国
中
央
政
府
だ
け
に
見
ら
れ
た
だ
け
で

は
な
く
、
右
に
見
た
李
済
�
の
よ
う
に
、
各
地
方
権
力
者
（「
軍
閥
」）
の
間
に
も
確
実
に
存
在
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
中
国
の
中
央
・
地
方
権
力
の
ド
イ
ツ
製
兵
器
需
要
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
形
で
、
多
く
の
ド
イ
ツ
人
兵
器
商
人
が
中
国
各
地
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で
暗
躍
し
て
い
た
。
広
州
に
本
拠
を
置
く
「
ペ
ル
ツ
中
国
商
会(Paelz-C

hina-C
o.)

」
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

ペ
ル
ツ
中
国
商
会
に
勤
務
し
て
い
た
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
退
役
大
尉(A
ndreas

M
ayer-M

ader)

は
、
長
年
に
わ
た
る
中
国
で
の

経
験
に
よ
り
「
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
兵
器
貿
易
へ
の
深
い
洞
察
」
を
得
る
に
至
っ
た
。
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
、
連
合
国
が
ド
イ
ツ
か
ら
没
収
し
た
ド
イ
ツ
製
兵
器
は
中
国
に
も
売
却
さ
れ
、「
ド
イ
ツ
製
兵
器
を
求
め
て
中
国
か
ら
毎

年
数
百
万
ド
ル
の
資
金
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
れ
て
い
る
」。
し
か
も
ド
イ
ツ
製
兵
器
の
信
頼
度
は
中
国
で
は
非
常
に
高
い
。
一
方
中
国

は
「
六
○
年
間
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
に
用
い
う
る
兵
器
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
い
ま
だ
に
で
き
な
い
」
状
態
に
あ
る
。
こ

う
し
た
判
断
か
ら
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
、「
ド
イ
ツ
は
こ
こ
中
国
で
、
ド
イ
ツ
の
旗
の
下
に
、
兵
器
工
場
を
建
設
す
べ
き
で
あ
る
」

と
発
案
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
発
想
自
体
は
け
っ
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
は
独
自
の
計
画
を

も
っ
て
中
国
当
局
と
の
様
々
な
交
渉
を
行
っ
て
（
３２
）

い
た
。

一
九
三
一
年
一
月
、
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
こ
う
し
た
計
画
を
持
っ
て
ド
イ
ツ
を
訪
問
し
、
各
方
面
と
の
接
触
を
開
始
し
た
。
そ

の
際
、
彼
の
重
要
な
相
談
相
手
の
一
人
は
、
ゼ
ー
ク
ト
で
あ
っ
た
。
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
会
談
に
お
い
て
ゼ
ー
ク
ト
は
、

「
ド
イ
ツ
国
民
に
仕
事
を
確
保
す
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
今
回
の
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
訪
独
で
は
、
計
画
に
関
し
ド
イ
ツ
側
が
見
積
っ
た
費
用
が
中
国
側
に
と
っ
て
過
大
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
計
画
の
前
進
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
（
３３
）

い
る
。

し
か
し
そ
の
後
も
マ
ー
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
中
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
兵
器
工
場
建
設
計
画
を
諦
め
な
か
っ
た
。
中
国
に
戻
っ
た
マ
イ

ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
、
広
州
に
お
い
て
、
彼
の
計
画
に
関
し
、
今
度
は
中
国
国
民
党
西
南
派
の
有
力
者
で
あ
る
馬
君
武
と
多
く
の
協
議

を
持
つ
に
至
っ
た
。
馬
君
武
は
一
九
二
八
年
に
梧
州
に
創
設
さ
れ
た
広
西
大
学
の
学
長
で
あ
り
、「
北
蔡
南
馬
」（
北
の
蔡
元
培
、
南
の

馬
君
武
）
と
称
さ
れ
、
西
南
政
務
委
員
会
常
任
委
員
、
広
西
省
政
府
委
員
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
会
談
の
中
で
馬
君
武
は
、
マ
イ
ア

ー
�
マ
ー
ダ
ー
に
広
西
訪
問
を
慫
慂
し
た
の
で
あ
る
。
馬
君
武
に
よ
れ
ば
、「
中
国
の
偉
大
な
刷
新
は
広
西
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
の
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で
あ
（
３４
）

っ
た
。

南
寧
で
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
広
西
派
の
有
力
軍
人
の
一
人
韋
雲
淞
将
軍
と
面
会
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
一
年
秋
に
彼
は
広

西
派
の
軍
事
顧
問
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
同
時
に
南
寧
の
軍
校
（
中
央
軍
事
政
治
学
校
第
一
分
校
）
で
教
鞭
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
彼
は
、「
華
南
の
気
候
の
下
で
、
教
室
に
お
い
て
、
ま
た
し
ば
し
ば
兵
舎
の
講
堂
に
お
い
て
、
一
日
四
時
間
の
講
義
を
行
う
」

と
い
う
生
活
を
一
年
半
に
わ
た
っ
て
続
け
た
。
他
方
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
、
韋
雲
淞
と
の
度
重
な
る
会
談
の
中
で
、
持
論
で
あ
る

中
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
兵
器
工
場
の
建
設
計
画
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
こ
う
し
た
中
か
ら
、
広
西
に
ド
イ
ツ
の
兵
器
工
場
プ
ラ
ン
ト
を

輸
入
す
る
と
い
う
「
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
広
西
派
と
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
の
間
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
計
画
に
基
づ
き
広
西

派
は
、
馬
君
武
と
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
二
人
を
代
理
人
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
派
遣
す
る
こ
と
に
決
し
た
の
で
あ
（
３５
）

っ
た
。

３

マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
第
二
回
訪
独
と
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン

一
九
三
二
年
六
月
、
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
予
備
交
渉
の
た
め
馬
君
武
よ
り
一
足
早
く
ド
イ
ツ
に
向
っ
た
。
こ
の
時
の
相
談
相
手

は
、
二
年
前
と
同
様
、
や
は
り
ゼ
ー
ク
ト
で
あ
っ
た
。
六
月
一
○
日
、
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
、
さ
ら
に
当
時

ゼ
ー
ク
ト
が
滞
在
し
て
い
た
バ
イ
エ
ル
ン
を
訪
問
す
る
。
そ
こ
で
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
、
韋
雲
淞
の
紹
介
状
と
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
計
画
書
を
ゼ
ー
ク
ト
に
手
交
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
ゼ
ー
ク
ト
は
、
計
画
の
意
義
を
理
解
し
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
示
唆
を
行

っ
て
い
た
。「
私
は
こ
の
件
で
ベ
ル
リ
ン
の
あ
る
人
物
と
連
絡
を
取
ろ
う
と
思
う
。
私
は
そ
の
人
物
と
協
力
す
る
つ
も
り
で
（
３６
）

あ
る
」。

ゼ
ー
ク
ト
が
こ
こ
で
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
に
紹
介
し
た
「
あ
る
人
物
」
と
は
、
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン(H

ans
K

lein)

と
い
う
、
闇

の
世
界
に
生
き
る
兵
器
商
人
で
あ
っ
た
。
一
九
二
○
年
代
に
ゼ
ー
ク
ト
率
い
る
ド
イ
ツ
国
防
軍
は
極
秘
裏
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
と

の
軍
事
協
力
関
係
を
推
進
し
て
い
た
が
、
同
じ
時
期
、
ク
ラ
イ
ン
は
国
防
軍
の
後
援
を
得
たST

A
M

A
G

(Stahl−
und

M
aschinen-

gesellschaft
m

.
b.

M
.)

と
称
す
る
商
社
の
社
長
と
し
て
独
ソ
経
済
関
係
の
分
野
で
暗
躍
し
て
（
３７
）

い
た
。
ゼ
ー
ク
ト
と
ク
ラ
イ
ン
の
結
び
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つ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
独
ソ
間
の
秘
密
の
兵
器
貿
易
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
に
も
、
中
国
の
軍
需
に
吸
い

寄
せ
ら
れ
た
兵
器
商
人
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
や
が
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
の
兵
器
貿
易
分
野
で
の
経
験

お
よ
び
政
治
的
・
商
業
的
手
腕
の
蓄
積
は
、
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
比
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
兵
器
商
人
同
士
の
初
め
て
の
対
面
の
中
で
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン
は
、
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
に

対
し
て
中
国
で
の
協
力
を
約
束
し
、
次
の
よ
う
に
抱
負
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
ド
イ
ツ
と
広
西
の
協
力
を
実
現
す
る
た
め
に
、

あ
ら
ゆ
る
努
力
を
傾
注
す
べ
き
で
（
３８
）

あ
る
」。

一
九
三
二
年
七
月
一
一
日
、
こ
う
し
た
予
備
交
渉
を
受
け
て
馬
君
武
と
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
の
ペ
ル
ツ(Paelz)

社
長
が
ベ
ル
リ
ン
に

到
着
し
、
ド
イ
ツ
で
本
格
的
な
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
交
渉
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
七
月
一
三
日
と
一
四
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て

重
要
な
会
議
が
開
か
れ
、
ド
イ
ツ
側
か
ら
は
ゼ
ー
ク
ト
が
、
広
西
派
か
ら
は
馬
君
武
が
、
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
か
ら
は
ペ
ル
ツ
と
マ
イ
ア

ー
�
マ
ー
ダ
ー
が
、
ク
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
ク
ラ
イ
ン
お
よ
び
補
佐
役
の
退
役
少
佐
プ
ロ
イ(K

urt
Preu)

が
参
加
し
た
。
こ

の
話
し
合
い
に
お
い
て
各
参
加
者
は
、
ゼ
ー
ク
ト
が
監
督
官(Protektrat)

と
し
て
広
西
軍
の
組
織
化
と
ド
イ
ツ
製
近
代
兵
器
の
配
備

を
引
き
受
け
る
こ
と
と
し
、
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
グ
ル
ー
プ
が
経
済
分
野
を
、
ク
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
プ
が
国
防
経
済
分
野
を
担
当
す
る
こ

と
で
合
意
し
た
の
で
（
３９
）

あ
る
。

そ
の
後
ク
ラ
イ
ン
は
、
ゼ
ー
ク
ト
お
よ
び
プ
ロ
イ
を
通
じ
た
ド
イ
ツ
国
防
軍
参
謀
将
校
の
援
助
に
よ
り
、
広
西
の
軍
隊
五
万
人
の
た

め
、
ど
の
程
度
の
兵
器
と
兵
器
工
場
が
必
要
か
を
検
討
し
始
め
た
。
ク
ラ
イ
ン
の
計
画
に
よ
れ
ば
、
五
万
人
の
広
西
軍
は
戦
時
に
は
二

○
万
軍
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
交
渉
で
は
、
馬
君
武
と
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
今
回
の
ド
イ
ツ

訪
問
に
対
し
、
ゼ
ー
ク
ト
と
ク
ラ
イ
ン
が
答
礼
と
し
て
翌
一
九
三
三
年
一
月
に
広
西
を
訪
問
す
る
計
画
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
予

定
で
は
、
ゼ
ー
ク
ト
と
ク
ラ
イ
ン
の
広
西
訪
問
後
、
そ
の
成
果
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
と
広
西
の
協
力
関
係
の
基
盤
を
探
る
た
め
、
ド
イ

ツ
政
府
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
国
防
軍
と
ク
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
さ
（
４０
）

れ
た
。
実
際
、
ク
ラ
イ
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ン
・
グ
ル
ー
プ
の
背
後
に
は
、
彼
ら
の
中
国
で
の
活
動
を
支
援
す
る
ド
イ
ツ
陸
軍
兵
器
部
長
ト
ー
マ
ス(G

eorg
T

hom
as)

大
佐
が
控

え
て
い
た
こ
と
が
の
ち
に
明
ら
か
と
（
４１
）

な
る
。

こ
う
し
た
交
渉
を
通
じ
て
ク
ラ
イ
ン
と
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
は
、
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ド
イ
ツ
の
「
国
益
」
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る

と
位
置
付
け
、
次
の
よ
う
に
自
画
自
賛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
大
工
業
家
が
莫
大
な
金
を
稼
ご
う
と
し
て
行

っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
復
活
し
、
一
連
の
ド
イ
ツ
軍
事
産
業
に
仕
事
を
与
え
る
た
め
の
事
業
と

な
る
だ
（
４２
）

ろ
う
」。

４

ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン
の
陰
謀

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
こ
う
し
た
美
辞
麗
句
と
は
裏
腹
に
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
を
追

い
落
と
す
工
作
を
猛
烈
と
開
始
し
た
。
一
方
で
ク
ラ
イ
ン
は
馬
君
武
に
対
し
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
の
経
営
上
の
難
点
を
指
摘
し
、
同
商
会

の
仲
介
で
は
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
現
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
始
め
た
。
他
方
で
ク
ラ
イ
ン
は
、
自
分
が
ゼ
ー
ク
ト
の
代
理
人

で
あ
り
、
し
か
も
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー(K

urt
Schleicher)

国
防
大
臣
の
完
全
な
了
解
を
得
て
い
る
と
も

語
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
の
ち
に
は
、
馬
君
武
に
対
し
、
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
準
備
さ
れ
る
最
新
式
秘
密
兵
器
の

細
目
を
開
陳
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
専
門
知
識
を
す
べ
て
提
供
し
よ
う
と
申
し
出
た
。
そ
の
時
ク
ラ
イ
ン
は
、
勝
ち
誇
っ
た
よ

う
に
述
べ
た
と
い
う
。「
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
こ
の
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
現
で
き
る
の
は
、
私
だ
（
４３
）

け
だ
」。

馬
君
武
は
一
九
三
二
年
八
月
末
に
ド
イ
ツ
で
の
交
渉
を
終
え
て
帰
国
し
た
が
、
そ
の
後
も
ク
ラ
イ
ン
の
ド
イ
ツ
か
ら
の
執
拗
な
工
作

は
続
い
た
。
す
な
わ
ち
ク
ラ
イ
ン
は
中
国
の
馬
君
武
に
宛
て
て
何
通
も
電
報
を
打
ち
、
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
は
「
兵
器
製
造
機
械
を
用
意

で
き
な
い
」
し
、「
そ
も
そ
も
未
だ
に
投
資
家
を
捜
し
て
い
る
よ
う
な
段
階
だ
」
と
述
べ
て
同
商
会
の
信
用
低
下
を
図
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
際
ク
ラ
イ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
の
を
忘
れ
な
か
っ
た
。「
も
し
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
の
計
画
が
失
敗
し
た
ら
、
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私
が
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
用
意
が
（
４４
）

あ
る
」。

こ
う
し
た
ク
ラ
イ
ン
の
主
張
に
影
響
さ
れ
、
馬
君
武
は
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
か
ら
徐
々
に
距
離
を
置
き
始
め
た
。
こ
こ
に
お
い
て
ペ
ル

ツ
中
国
商
会
は
、
ク
ラ
イ
ン
が
自
ら
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
し
、「
ド
イ
ツ
の
国
益
の
損
害
を
顧
み
る
こ
と
な
く
個
人

的
利
益
を
計
っ
て
い
る
」
こ
と
に
よ
う
や
く
気
付
（
４５
）

い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
遅
き
に
失
し
た
。
そ
の
後
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
は
広
西
派
と
の

交
渉
か
ら
事
実
上
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ペ
ル
ツ
中
国
商
会
を
放
逐
し
た
後
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
広
西
派
に
対
し
、
割
賦
で
は
な
く
一
括
し
て
総
額
一
二
○
○
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル

ク
の
支
払
い
を
求
め
、
手
数
料
と
し
て
一
○
％
（
一
二
○
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
）
を
請
求
し
、
し
か
も
ゼ
ー
ク
ト
と
ク
ラ
イ
ン
の
訪
中

の
費
用
と
し
て
五
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
先
払
い
す
る
よ
う
求
め
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
難
題
の
た
め
、
広
西
派
と
ク
ラ
イ
ン
の

交
渉
は
、
結
局
袋
小
路
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
（
４６
）

あ
る
。

５

マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
報
復

し
か
し
な
が
ら
、
長
年
温
め
て
い
た
中
国
に
お
け
る
兵
器
工
場
建
設
計
画
を
台
無
し
に
さ
れ
た
あ
げ
く
、
広
西
派
と
の
交
渉
か
ら
も

追
放
さ
れ
た
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
怒
り
は
抑
え
が
た
い
ほ
ど
激
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
の
怒
り
は
ク
ラ
イ
ン
の
背
後
に

い
る
と
考
え
ら
れ
た
ド
イ
ツ
国
防
省
に
も
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
何
ゆ
え
に
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
権
利
が
あ
っ
て
、
我
が
国
の
政

府
は
接
触
を
拒
否
す
る
の
か
」。「
兵
器
工
場
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
失
敗
さ
せ
た
責
任
を
誰
が
負
う
の
か
」。「
ク
ラ
イ
ン
氏
は
ゼ
ー
ク
ト
の

顧
問
と
し
て
の
立
場
を
悪
用
し
た
の
で
は
な
い
か
」。
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
、
翌
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
に
ナ
チ
ス
が
権
力
を

握
っ
た
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
同
年
三
月
二
○
日
、
当
時
権
力
の
絶
頂
に
あ
っ
た
旧
知
の
ナ
チ
ス
突
撃
隊
参
謀
長
エ
ル
ン
ス
ト
・
レ
ー

ム(E
rnst

R
öhm

)

に
宛
て
て
長
文
の
手
紙
を
書
き
、
こ
う
し
た
広
西
を
め
ぐ
る
屈
辱
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
復
讐
を
誓
っ
た
の
で
あ

る
。「
私
は
自
ら
の
存
在
を
か
け
、
断
固
と
し
て
決
意
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
で
誰
が
責
任
を
負
う
べ
き
か
、
ド
イ
ツ
の
公
衆
の
前
で
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明
ら
か
に
（
４７
）

す
る
」。
マ
ー
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
レ
ー
ム
に
、
手
紙
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
渡
す
よ
う
依
頼
し
た
の
で
（
４８
）

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
は
、
ク
ラ
イ
ン
や
ド
イ
ツ
国
防
省
に
非
難
を
集
中
し
た
時
、
真
の
敵
を
見
誤
っ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
も
薄
々
は
気
が
つ
い
て
い
た
よ
う
に
、「
ゼ
ー
ク
ト
は
完�

全�

に�

ク
ラ
イ
ン
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
た
」（
強

調
原
文
）
か
ら
で
（
４９
）

あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
の
陰
謀
の
背
後
に
は
ゼ
ー
ク
ト
の
支
持
が
あ
っ
た
。

な
お
、
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
政
治
的
・
軍
事
的
意
味
は
、
な
に
よ
り
も
、
将
来
あ

り
得
べ
き
日
本
と
の
戦
争
へ
の
準
備
で
あ
っ
た
。
彼
は
レ
ー
ム
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。「
日
本
は
艦
隊
に
よ
っ
て

揚
子
江
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
日
本
の
攻
撃
に
対
し
、
南
京
中
央
政
府
は
、
ど
ん
な
手
を
打
っ
て
も
屈
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

〔
一
九
三
二
年
の
第
一
次
上
海
事
変
〕。
し
か
し
将
来
確
実
に
や
っ
て
来
る
日
本
と
の
戦
争
に
お
い
て
、
広
西
は
ほ
と
ん
ど
攻
略
不
可
能

で
あ
る
」。「
ド
イ
ツ
の
旗
の
下
に
あ
る
広
西
の
兵
器
工
場
は
、
中
国
と
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
で
あ
（
５０
）

ろ
う
」。
し

か
し
な
が
ら
第
二
に
、
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
も
し
実
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
現
実
的
に
は
、
�將
介
石
率
い
る
南
京
中
央
政
府
へ
の
政

治
的
・
軍
事
的
脅
威
を
意
味
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
広
西
派
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
陳
済
棠
ら
が
率
い
る
広
東
派
な

ど
と
連
合
し
て
国
民
政
府
西
南
政
務
委
員
会
及
び
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
西
南
執
行
部
を
構
成
し
、
南
京
中
央
政
府
に
対
し
て
潜
在

的
に
は
内
戦
的
対
峙
の
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
日
中
関
係
お
よ
び
中
国
政
治
の
強
い
磁
場
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
広
西
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発
想
は
、
や
が
て
ク
ラ
イ
ン
�
ゼ
ー
ク
ト
の
「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
後
述
）
の
中
に
引
き
継
が
れ
、

ふ
た
た
び
ド
イ
ツ
お
よ
び
中
国
に
お
い
て
極
度
の
政
治
的
混
乱
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

三

ゼ
ー
ク
ト
、
�將
介
石
と
第
三
代
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル

１

ゼ
ー
ク
ト
と
中
国
問
題
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以
上
に
見
た
よ
う
に
、
ゼ
ー
ク
ト
は
、
一
九
三
一
年
一
月
に
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
か
ら
中
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
兵
器
工
場
プ
ラ
ン

ト
計
画
を
持
ち
込
ま
れ
、
一
九
三
二
年
夏
に
は
、
や
は
り
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
か
ら
広
西
に
お
け
る
ド
イ
ツ
兵
器
工
場
建
設
の
具
体

的
な
計
画
に
つ
い
て
打
診
を
受
け
、
さ
ら
に
自
ら
訪
中
す
る
意
図
ま
で
語
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ゼ
ー
ク
ト
が
中
国
問
題
に
係
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実
は
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
一
九
二
二
年
九
月
か
ら
二
三
年
五
月
ま
で
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
、
元
ド
イ
ツ
外
務
大
臣
ヒ
ン
ツ
ェ(Paul

von
H

inze)

提
督
と
「
中

独
ソ
三
国
連
合
」
実
現
の
た
め
の
工
作
を
行
っ
て
い
た
孫
文
の
側
近
朱
和
中
は
、
広
東
政
府
に
ド
イ
ツ
人
の
軍
事
顧
問
を
招
聘
す
る
た

め
、
当
時
陸
軍
総
司
令
官
で
あ
っ
た
ゼ
ー
ク
ト
に
接
近
し
て
い
た
の
で
（
５１
）

あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
ゼ
ー
ク
ト
と
中
国
の
接
点
は
い
っ
そ
う
拡
大
し
た
。
一
九
三
一
年
一
二
月
、「
満
洲
事

変
」
の
勃
発
を
受
け
て
国
際
連
盟
が
極
東
へ
調
査
団
を
派
遣
す
る
こ
と
に
決
し
た
時
、
ド
イ
ツ
外
務
省
は
元
東
京
駐
在
大
使
ゾ
ル
フ

(W
ilhelm

Solf)

、
元
ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
総
督
シ
ュ
ネ
ー(H

einrich
Schnee)

お
よ
び
ゼ
ー
ク
ト
の
三
人
に
調
査
団
へ
の
参
加
を

打
診
し
た
が
、
他
の
二
人
の
候
補
に
加
え
て
ゼ
ー
ク
ト
も
、
調
査
団
に
参
加
す
る
意
志
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
（
５２
）

い
た
。
し
か
も
南
京

の
中
国
中
央
政
府
も
、
�將
介
石
個
人
の
意
志
に
よ
り
、
国
際
連
盟
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
代
表
と
し
て
は
ゼ
ー
ク
ト
が
望
ま
し
い
と
の
考

え
を
伝
え
て
い
た
の
で
（
５３
）

あ
る
（
た
だ
し
、
実
際
に
参
加
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
シ
ュ
ネ
ー
で
あ
（
５４
）

っ
た
）。

�將
介
石
は
そ
の
後
も
ド
イ
ツ
の
大
物
軍
人
を
中
国
に
招
待
す
る
計
画
を
懐
き
続
け
た
。
彼
は
中
国
国
民
党
親
独
派
の
一
人
と
目
さ
れ

た
朱
家
�華
（
当
時
国
民
政
府
交
通
部
長
）
と
相
談
し
、
ゼ
ー
ク
ト
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
防
大
臣
グ
レ
ー
ナ
ー(W

ilhelm
G

roener)

と
い

う
二
人
の
軍
人
に
狙
い
を
定
め
た
の
で
（
５５
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
�將
介
石
は
、
一
九
三
二
年
五
月
一
五
日
、
ド
イ
ツ
駐
在
中
国
公
使
劉
文
島
に

宛
て
て
電
報
を
送
り
、
グ
レ
ー
ナ
ー
を
中
国
に
招
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
検
討
（
５６
）

さ
せ
、
さ
ら
に
ま
た
、
七
月
三
一
日
に
も
朱
家
�華

に
手
紙
を
認
め
、「
グ
レ
ー
ナ
ー
が
来
訪
で
き
れ
ば
甚
だ
好
都
合
で
あ
り
、
五
万
元
の
資
金
を
送
る
の
で
、
私
人
の
資
格
で
来
訪
す
る

よ
う
に
し
て
欲
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
（
５７
）

あ
る
。
た
だ
し
、
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
グ
レ
ー
ナ
ー
は
最
終
的
に
中
国
側
の
訪

成城法学７７号（２００８）

２２



中
要
請
を
断
っ
て
（
５８
）

い
た
。

さ
ら
に
ま
た
�將
介
石
は
、
一
九
三
二
年
五
月
下
旬
、
第
三
代
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル(G

eorg
W

etzell)

と
会

談
し
、「
ゼ
ー
ク
ト
の
再
軍
備
事
業
へ
の
関
心
」
を
伝
え
る
と
と
も
に
、「
中
国
の
政
治
的
・
軍
事
的
・
経
済
的
発
展
へ
の
理
解
を
促
す
」

た
め
、
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
旅
行
を
正
式
に
要
請
し
た
の
で
（
５９
）

あ
る
。

２

ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
決
定

こ
の
�將
介
石
直
々
の
要
請
に
対
し
ゼ
ー
ク
ト
は
、
三
二
年
六
月
二
八
日
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
手
紙
を
送
り
、
短
期
の
中
国
訪
問
を
基

本
的
に
受
け
入
れ
る
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
ゼ
ー
ク
ト
は
そ
の
際
、
�
ド
イ
ツ
の
状
況
が
許
す
か
ど
う
か
、
�
自
分
の
健
康

状
態
が
許
す
か
ど
う
か
、
�
訪
問
時
期
の
問
題
、
�
「
金
の
問
題
」、
な
ど
に
つ
い
て
留
保
を
行
い
、
さ
ら
に
自
ら
の
中
国
訪
問
を
「
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
性
質
の
私
的
訪
問
」
と
位
置
づ
け
、
今
回
の
訪
中
の
非
政
治
的
な
性
格
を
強
調
し
た
の
で
（
６０
）

あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
九
三
二
年
七
月
一
三
日
・
一
四
日
の
ペ
ル
ツ
中
国
商
会
お
よ
び
馬
君
武
と
の
会
談
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、
広
西

軍
の
監
督
官
引
き
受
け
を
受
諾
し
、
ク
ラ
イ
ン
と
と
も
に
訪
中
す
る
意
図
を
表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
ゼ
ー
ク
ト
は
、
そ
れ
よ
り
約
二

週
間
前
に
、
�將
介
石
の
要
請
を
受
け
て
す
で
に
訪
中
を
決
意
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
明
ら
か
に
ゼ
ー
ク
ト
は
南
京
中
央
政
権
と
広
西

派
の
二
股
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
に
、
彼
の
重
要
な
関
心
事
と
し
て
「
金
の
問
題
」
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
は
示
唆
的

で
あ
る
。
や
や
先
回
り
し
て
言
え
ば
、
ゼ
ー
ク
ト
が
今
回
中
国
訪
問
を
決
意
し
た
際
の
も
っ
と
も
重
要
な
動
因
は
「
金
」
で
あ
っ
た
。

他
方
�將
介
石
の
側
に
も
、
グ
レ
ー
ナ
ー
や
ゼ
ー
ク
ト
ら
ド
イ
ツ
の
有
力
軍
人
を
中
国
に
招
聘
す
る
動
機
が
複
数
存
在
し
て
い
た
。
第

一
の
理
由
は
、
明
ら
か
に
日
本
に
対
す
る
政
治
的
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
第
二
の
動
機
は
当
面
内
密

に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
第
三
代
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
を
更
迭
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
�將
介
石
と
ヴ
ェ
ッ

ツ
ェ
ル
の
関
係
は
徐
々
に
悪
化
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
駐
在
中
国
公
使
館
筋
の
表
現
に
よ
れ
ば
、「
�將
介
石
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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の
概
念
で
言
え
ば
『
騎
士
的
』
で
あ
り
、
個
人
的
関
係
を
重
視
す
る
」
が
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
「
余
り
に
プ
ロ
イ
セ
ン
的
」
に
振
る
舞

い
す
ぎ
、
東
洋
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
理
解
せ
ず
、
中
国
内
で
「
多
く
の
敵
対
関
係
」
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
（
６１
）

っ
た
。
こ
う
し

た
「
多
く
の
敵
対
関
係
」
の
中
に
は
、
国
防
部
次
長
陳
儀
と
の
不
仲
も
含
ま
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
（
６２
）

い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
�將
介
石
は
、
先
に
述
べ
た
グ
レ
ー
ナ
ー
招
聘
の
試
み
の
際
に
も
、「
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
総
顧
問
に
知
ら
せ
る
必

要
は
な
い
。
彼
の
同
意
は
必
要
な
い
」
と
の
冷
や
や
か
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
で
（
６３
）

あ
る
。
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
態
度
に
懲
り
た
�將
介
石

は
、
ゼ
ー
ク
ト
を
中
国
へ
の
短
期
旅
行
に
招
待
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ゼ
ー
ク
ト
の
資
質
及
び
性
格
を
テ
ス
ト
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
裏
に
は
、
こ
の
テ
ス
ト
に
合
格
し
た
場
合
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
代
え
て
ゼ
ー
ク
ト
を
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
と

し
て
改
め
て
迎
え
よ
う
と
い
う
密
か
な
意
図
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
、
�將
介
石
は
、
ゼ
ー
ク
ト
の
訪
中
意
志
表

明
を
踏
ま
え
、
受
け
入
れ
の
た
め
の
準
備
を
開
始
し
た
。
一
九
三
二
年
一
○
月
一
五
日
に
�將
介
石
は
、
ゼ
ー
ク
ト
の
訪
中
準
備
の
た
め
、

三
万
元
を
用
意
す
る
よ
う
手
配
し
た
の
で
（
６４
）

あ
る
。

３

ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
と
ド
イ
ツ
外
務
省

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ゼ
ー
ク
ト
は
、
一
九
三
二
年
七
月
の
馬
君
武
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
と
の
会
談
で
、
翌
一
九
三
三
年

一
月
に
訪
中
す
る
考
え
を
伝
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
へ
の
出
発
は
三
ヶ
月
ほ
ど
遷
延
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
事
情
は

つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
首
相
指
名
に
至
る
ド
イ
ツ
国
内
の
政
治
的
激
動
が
影
響
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
よ
う
。
ゼ
ー
ク
ト
は
、
こ
の
間
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ル
ツ
ブ
ル
ク
戦
線
」
の
結
成
や
大
統
領
選
挙
立
候

補
の
う
わ
さ
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
水
面
下
で
政
治
的
な
動
き
を
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権

成
立
に
よ
り
、
当
面
、
ゼ
ー
ク
ト
の
政
治
的
な
登
場
の
可
能
性
は
失
わ
れ
た
。
ゼ
ー
ク
ト
に
と
っ
て
は
、
失
意
の
中
の
訪
中
決
断
で
あ

っ
た
。
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一
九
三
三
年
四
月
三
日
に
ゼ
ー
ク
ト
は
、
自
ら
の
中
国
訪
問
の
意
図
を
伝
え
る
た
め
、
ド
イ
ツ
外
務
省
に
ノ
イ
ラ
ー
ト
外
務
大
臣

(C
onstantin

Freiherr
von

N
eurth)

を
訪
問
し
た
。
ゼ
ー
ク
ト
は
そ
の
際
、「〔
今
回
の
訪
中
を
〕
奨
励
し
た
の
は
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
氏
」

で
あ
り
、
ゼ
ー
ク
ト
自
身
は
「
短
期
の
旅
行
」
に
限
定
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
穏
や

か
に
ゼ
ー
ク
ト
の
話
を
聞
く
姿
勢
に
終
始
し
、
さ
ら
に
外
貨
持
ち
出
し
に
つ
い
て
便
宜
を
図
る
と
の
好
意
ま
で
示
し
て
（
６５
）

い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ゼ
ー
ク
ト
の
訪
中
に
関
す
る
ド
イ
ツ
外
務
省
の
態
度
は
、
実
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
外
務
省
は
、
ヴ
ェ
ル

サ
イ
ユ
条
約
の
制
約
か
ら
、
海
外
で
ド
イ
ツ
の
軍
人
が
活
動
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
二
三
年
八
月
、
孫
文
が
腹

心
の
�
家
彦
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
外
務
省
に
軍
事
顧
問
の
派
遣
と
兵
器
工
場
建
設
の
計
画
に
つ
い
て
打
診
し
た
時
、
ド
イ
ツ
外
務
省
東
亜

局
長
ク
ニ
ッ
ピ
ン
グ(H

ubert
K

nipping)

は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
制
約
を
理
由
に
、
軍
事
面
で
の
対
中
協
力
構
想
を
拒
否
し
て

い
た
の
で
（
６６
）

あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
一
九
三
〇
年
二
月
に
中
国
国
民
政
府
は
、
第
二
代
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
ク
リ
ー
ベ
ル(H

er-

m
ann

von
K

riebel)

に
代
え
て
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
（
元
ド
イ
ツ
国
防
省
軍
務
局
長
）
を
第
三
代
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
と
し
て

招
聘
し
た
が
、
ド
イ
ツ
外
務
省
は
、
中
国
が
内
戦
状
態
に
あ
る
と
の
理
由
を
も
加
え
、
そ
れ
を
甚
だ
遺
憾
と
し
た
の
で
（
６７
）

あ
る
。
当
時
ド

イ
ツ
外
務
省
は
中
国
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
に
対
し
、「
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
出
国
を
阻
止
す
る
手
立
て
は
な
い
」
が
、「
適
切
な
方
法
で
中

国
政
府
に
働
き
か
け
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
を
断
念
さ
せ
、
こ
れ
以
上
ド
イ
ツ
人
の
雇
用
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
」
指
示
し
た
の
で
（
６８
）

あ
る
。
た

だ
し
、こ
の
警
告
に
は
何
等
の
効
果
も
な
く
、ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
外
務
省
の
懸
念
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
形
で
中
国
に
着
任
し
て
い
た
。

一
九
三
二
年
末
に
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
が
副
官
と
と
も
に
北
京
に
赴
き
張
学
良
軍
の
下
で
活
動
し
始
め
る
と
、
ド
イ
ツ
外
務
省
の
懸
念
は

頂
点
に
達
し
た
。
一
二
月
一
〇
日
、
外
務
省
は
国
防
省
に
連
絡
し
、「
中
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
退
役
将
校
の
活
動
が
も
た
ら
す
政
治
的

不
利
益
と
危
険
性
に
つ
い
て
、
す
で
に
今
ま
で
幾
度
も
指
摘
し
て
き
た
筈
だ
」
と
強
く
抗
議
し
て
い
た
の
で
（
６９
）

あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た

警
告
を
中
国
現
地
で
間
接
的
に
聞
き
及
ん
だ
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、「
ど
こ
で
中
国
軍
の
訓
練
を
し
よ
う
と
自
由
だ
」
と
し
た
上
で
、「
外

務
省
は
誤
っ
た
立
場
で
大
騒
ぎ
を
し
て
い
る
」
と
言
い
放
ち
、
警
告
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
の
で
（
７０
）

あ
る
。
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ド
イ
ツ
外
務
省
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
ゼ
ー
ク
ト
の
訪
中
を
、
こ
う
し
た
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
活
動
と
の
関
連
で
見
守
っ

て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
外
務
省
の
判
断
で
は
、
ゼ
ー
ク
ト
は
「
短
期
の
旅
行
」
を
強
調
し
て
い
た
と
は
い
え
、
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問

団
の
活
動
に
大
い
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
外
務
省
は
、「
お
そ
ら
く
ゼ
ー
ク
ト
は
短
い
極
東
旅
行
を
中

断
」
し
、
現
地
で
中
国
軍
の
再
編
成
の
仕
事
を
引
き
受
け
る
だ
ろ
う
と
の
不
吉
な
予
想
さ
え
し
て
い
た
の
で
（
７１
）

あ
る
。

四

ゼ
ー
ク
ト
の
第
一
回
中
国
訪
問

１

ゼ
ー
ク
ト
の
内
的
葛
藤

一
九
三
三
年
四
月
一
五
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
マ
ル
セ
イ
ユ
を
出
発
し
、
同
行
し
た
プ
ロ
イ
（
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン
の
補
佐
役
）
と
と
も

に
極
東
へ
の
旅
の
人
と
な
（
７２
）

っ
た
。
し
か
し
長
い
船
旅
は
ゼ
ー
ク
ト
に
多
く
の
思
索
を
促
し
た
。
翌
一
六
日
に
ゼ
ー
ク
ト
は
「
華
南
問
題
」

を
プ
ロ
イ
と
検
討
し
、
そ
れ
に
関
わ
る
書
類
を
め
く
っ
た
。
先
回
り
し
て
述
べ
る
と
、
こ
こ
で
「
華
南
問
題
」
と
は
、
陳
済
棠
率
い
る

広
東
派
と
交
渉
し
、
ド
イ
ツ
兵
器
工
場
を
広
東
に
建
設
す
る
と
い
う
ク
ラ
イ
ン
の
計
画
を
意
味
し
て
い
た
。
ク
ラ
イ
ン
は
、
広
西
派
と

の
交
渉
の
中
断
の
の
ち
、
今
度
は
広
東
派
と
の
兵
器
工
場
建
設
計
画
、
す
な
わ
ち
「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。
ゼ
ー
ク
ト
の
付
き
人
役
で
あ
っ
た
プ
ロ
イ
は
、
香
港
に
到
着
し
た
あ
と
、
ゼ
ー
ク
ト
の
南
京
国
民
政
府
訪
問
に
は
同
行
せ
ず
、

広
州
に
赴
い
て
も
っ
ぱ
ら
広
東
派
と
交
渉
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
ク
ラ
イ
ン
�
ゼ
ー
ク
ト
の
計
画
は
、
こ
う
し
て
、
明
ら
か

に
広
東
派
と
南
京
中
央
政
府
の
二
股
を
か
け
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
「
背
信
」
は
、
ゼ
ー
ク
ト
の
内
心
に
葛
藤
を
も
た
ら
す
に
十
分
で
あ
っ
た
。
彼
は
日
記
に
書
い
て
い
る
。「
全
事
態
は
私
に
と

っ
て
は
な
お
五
里
霧
中
、
幻
想
な
し
に
眺
め
な
け
れ
ば
な
（
７３
）

ら
ぬ
」。
さ
ら
に
四
月
二
二
日
に
は
、
今
回
の
中
国
訪
問
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
は
今
、
中
国
の
国
防
力
に
つ
き
諮
問
し
に
行
く
途
上
に
あ
る
。
こ
の
道
は
誤
っ
て
い
な
か
っ
た
か
？

こ
の

疑
問
は
私
を
一
年
間
悩
ま
せ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
訪
中
へ
の
決
断
に
よ
っ
て
終
わ
る
べ
き
疑
問
で
あ
っ
た
の
（
７４
）

だ
が
」。
ゼ
ー
ク
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ト
は
中
国
で
の
活
動
に
関
し
、
深
い
懐
疑
に
包
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
五
月
六
日
、
ゼ
ー
ク
ト
を
乗
せ
た
「
コ
ン
テ
・
ヴ
ェ
ル
デ(C
onte

V
erde)

」
号
は
静
か
に
香
港
に
入
港
し
た
。
船
上

に
挨
拶
に
来
た
の
は
広
東
派
・
広
西
派
の
代
表
や
、
�將
介
石
と
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
が
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
中
か
ら
派
遣
し
た
ハ
イ
ン
ツ

退
役
大
佐(H

einz)

、
ク
ラ
イ
ン
の
広
州
駐
在
代
表
エ
ッ
ケ
ル
ト(W
alther

E
ckert)

ら
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
か
ら
ゼ
ー
ク
ト
に
同
行
し

て
来
た
プ
ロ
イ
は
付
き
人
役
を
ハ
イ
ン
ツ
と
交
替
し
、
エ
ッ
ケ
ル
ト
と
と
も
に
予
定
通
り
広
東
派
と
の
交
渉
の
た
め
広
州
へ
と
向
か
っ

た
の
で
（
７５
）

あ
る
。

プ
ロ
イ
は
広
州
で
、
エ
ッ
ケ
ル
ト
の
仲
介
に
よ
り
旧
知
の
馬
君
武
と
連
絡
を
取
っ
た
。
さ
ら
に
プ
ロ
イ
は
エ
ッ
ケ
ル
ト
と
長
時
間
協

議
を
持
ち
、
中
国
の
一
般
情
勢
や
広
東
派
と
広
西
派
の
関
係
に
つ
き
情
報
収
集
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
プ
ロ
イ
は
エ
ッ
ケ
ル
ト

に
対
し
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
・
広
西
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
詳
細
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
し
か
も
、
後
続
の
船
で
ゼ
ー
ク
ト
お
よ

び
プ
ロ
イ
を
追
っ
て
い
た
ク
ラ
イ
ン
自
身
が
そ
の
間
密
か
に
広
州
に
（
７６
）

現
れ
、
プ
ロ
イ
、
エ
ッ
ケ
ル
ト
と
共
に
広
東
派
と
の
兵
器
工
場
契

約
交
渉
に
入
る
こ
と
と
（
７７
）

な
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
は
広
西
派
も
合
流
し
た
こ
と
が
の
ち
に
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

一
方
ゼ
ー
ク
ト
は
香
港
か
ら
そ
の
ま
ま
ハ
イ
ン
ツ
と
船
旅
を
続
け
た
が
、
広
東
派
と
広
西
派
の
関
係
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
を

め
ぐ
ら
せ
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
華
南
諸
省
の
内
部
で
は
深
い
対
立
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
貧
困
に
あ
え
い

で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
広
西
が
、
豊
か
な
広
東
と
陳
済
棠
の
政
府
に
対
し
て
支
配
を
行
っ
て
（
７８
）

い
る
」。
西
南
の

政
治
情
勢
お
よ
び
軍
事
情
勢
は
ゼ
ー
ク
ト
に
と
っ
て
重
要
な
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
上
海
に
向
か
う
ゼ
ー
ク
ト
の
日
記
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
っ
た
。「
私
は
静
謐
を
得
た
い
と
考
え
、

中
国
に
来
た
。
何
と
い
う
皮
肉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
べ
て
基
本
的
に
は
金
の
た
め
だ
け
な
の
だ
。
私
は
こ
こ
で
何
を
な
す
べ
き
な
の

（
７９
）

か
」。
ゼ
ー
ク
ト
は
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、
今
回
の
旅
行
を
決
断
し
た
主
要
な
理
由
が
「
金
」
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
し
か
も
、

先
回
り
し
て
言
え
ば
、
贅
沢
で
有
名
な
ゼ
ー
ク
ト
夫
人
ド
ロ
テ
ー(D

orothee
von

Seeckt)

の
要
求
す
る
多
額
の
金
銭
こ
そ
が
、
ゼ
ー
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ク
ト
を
中
国
訪
問
に
駆
り
立
て
た
主
た
る
動
因
な
の
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
ク
ト
は
、
�將
介
石
政
権
が
提
示
す
る
高
額
の
報
酬
に
目
が
眩
ん

だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
船
旅
で
の
ゼ
ー
ク
ト
の
気
分
は
滅
々
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

２

�將
介
石
・
ゼ
ー
ク
ト
会
談

五
月
八
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
上
海
に
到
着
し
た
。
上
海
で
は
国
民
政
府
交
通
部
長
で
国
民
党
親
独
派
の
実
力
者
と
目
さ
れ
て
い
た
朱
家

�華
が
直
々
に
ゼ
ー
ク
ト
を
迎
（
８０
）

え
た
。
上
海
か
ら
ゼ
ー
ク
ト
は
、
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
将
校
や
中
国
人
高
官
に
伴
わ
れ
、
貴
賓
列
車
に

乗
っ
て
杭
州
へ
の
二
日
間
の
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
に
出
か
け
て
い
る
。
ふ
た
た
び
上
海
へ
戻
っ
た
ゼ
ー
ク
ト
は
、
�將
介
石
が
用
意
し
た

中
国
海
軍
の
軍
艦
に
乗
船
し
長
江
を
遡
上
、
中
華
民
国
の
首
都
南
京
に
到
着
し
た
。
南
京
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、
北
京
で
活
動
し
て
い
た
ヴ

ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
留
守
宅
に
住
み
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
夫
人
の
も
て
な
し
を
受
け
、
さ
ら
に
汪
兆
銘
ら
南
京
政
府
高
官
と
の
会
談
や
さ
ま
ざ

ま
な
パ
ー
テ
ィ
ー
に
臨
ん
だ
の
で
（
８１
）

あ
る
。

こ
う
し
た
首
都
南
京
で
の
ゼ
ー
ク
ト
の
歓
迎
ぶ
り
は
、
ド
イ
ツ
外
務
省
を
困
惑
さ
せ
た
。
五
月
一
三
日
、
外
務
省
は
北
京
駐
在
の
ト

ラ
ウ
ト
マ
ン
公
使(O

skar
T

rautm
ann)

に
電
報
を
送
り
、
ゼ
ー
ク
ト
に
帰
路
日
本
を
訪
問
さ
せ
る
べ
く
働
き
か
け
る
よ
う
指
示
し
た
。

つ
ま
り
外
務
省
は
、
ゼ
ー
ク
ト
の
日
本
訪
問
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
対
し
政
治
的
配
慮
を
示
そ
う
と
し
た
の
で（
８２
）

あ
る
。
し

か
し
こ
の
提
案
は
、
ゼ
ー
ク
ト
の
拒
否
に
あ
っ
た
。
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
も
公
平
に
判
断
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
拒
否
の
理
由
に
は
、
中

国
に
加
え
、
さ
ら
に
暑
い
夏
の
日
本
を
訪
問
す
る
こ
と
へ
の
健
康
管
理
上
の
躊
躇
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
何
よ
り
も
、
日

本
訪
問
は
「
中
国
当
局
の
不
快
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
」
と
い
う
政
治
的
考
慮
が
ゼ
ー
ク
ト
の
判
断
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
演
じ

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
（
８３
）

な
い
。

五
月
二
二
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
朱
家
�華
に
伴
わ
れ
、
軍
艦
に
乗
っ
て
さ
ら
に
長
江
を
遡
上
、
避
暑
地
で
あ
る
�古
嶺
に
向
か
（
８４
）

っ
た
。
�將
介

石
は
こ
の
長
旅
に
、
同
済
大
学
学
長
の
翁
之
龍
教
授
を
わ
ざ
わ
ざ
上
海
か
ら
呼
び
寄
せ
、
医
師
と
し
て
同
伴
さ
せ
る
ほ
ど
の
気
配
り
を
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見
（
８５
）

せ
た
。
当
時
共
産
党
に
対
す
る
軍
事
行
動
（「
囲
剿
戦
」）
の
た
め
前
線
で
指
揮
を
と
っ
て
い
た
�將
介
石
に
代
わ
り
、
宋
美
齢
が
ゼ
ー

ク
ト
の
接
待
役
を
演
じ
た
。

五
月
二
八
日
、
前
線
か
ら
戻
っ
た
�將
介
石
と
ゼ
ー
ク
ト
と
の
間
で
、
よ
う
や
く
初
め
て
の
会
談
が
行
わ
（
８６
）

れ
た
。
こ
の
会
談
は
三
時
間

に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ゼ
ー
ク
ト
は
日
記
に
「
司
令
官
〔
�將
介
石
〕
と
の
初
め
て
の
面
会
。
情
勢
と
組
織
に
関
す
る
一
般
的

な
話
し
合
い
」
と
記
し
て
い
る
。
の
ち
に
ゼ
ー
ク
ト
自
身
が
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
公
使
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
�將
介
石
・
宋
美
齢
夫

妻
は
ゼ
ー
ク
ト
に
「
大
き
な
印
象
を
残
し
た
」
と
い
う
（
宋
美
齢
に
つ
い
て
は
、
日
記
で
「
夫
よ
り
は
る
か
に
優
る
」
と
記
し
て
（
８７
）

い
る
）。

他
方
�將
介
石
も
ゼ
ー
ク
ト
を
高
く
評
価
し
た
。
六
月
四
日
、
�將
介
石
は
朱
家
�華
を
通
じ
、「
閣
下
の
旅
行
へ
の
深
い
感
謝
の
し
る
し
」

と
し
て
、
す
で
に
支
払
わ
れ
て
い
る
三
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
と
は
別
に
、
一
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
ゼ
ー
ク
ト
に
贈
り
、
加
え
て
二
一

品
目
に
も
お
よ
ぶ
土
産
を
持
た
せ
た
の
で
（
８８
）

あ
る
。
さ
ら
に
六
月
一
五
日
、
�將
介
石
は
、
南
昌
行
営
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
北
京
の
何
応
欽
に
電

報
を
送
り
、
ゼ
ー
ク
ト
を
「
優
待
厚
遇
」
せ
よ
、
と
指
示
し
て
（
８９
）

い
た
。
こ
う
し
て
ゼ
ー
ク
ト
は
�將
介
石
の
テ
ス
ト
に
合
格
し
た
の
で
あ

る
。３

ゼ
ー
ク
ト
の
北
京
滞
在
と
�將
介
石
宛
覚
書

�古
嶺
に
約
二
週
間
滞
在
し
た
後
、
五
月
三
一
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
ハ
イ
ン
ツ
お
よ
び
朱
家
�華
に
伴
わ
れ
て
ふ
た
た
び
南
京
へ
戻
り
、
そ

こ
で
約
一
週
間
滞
在
し
た
。
南
京
で
は
、
三
月
ま
で
モ
ス
ク
ワ
駐
在
武
官
で
あ
っ
た
ケ
ス
ト
リ
ン
グ
少
将(E

rnst
A

.
K

östring)

と
数

日
話
し
込
ん
だ
。
ケ
ス
ト
リ
ン
グ
は
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
帰
路
、
世
界
旅
行
の
途
中
で
南
京
を
訪
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
六
月

二
日
に
ゼ
ー
ク
ト
は
考
試
院
長
戴
季
陶
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
の
後
ゼ
ー
ク
ト
は
朱
家
�華
と
立
ち
入
っ
た
会
談
を
持
ち
、
朱
家
�華
か
ら

ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
対
す
る
�將
介
石
及
び
中
国
政
府
の
不
満
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
の
ち
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
ろ

う
。
さ
ら
に
ゼ
ー
ク
ト
は
、
北
京
か
ら
南
京
に
戻
っ
た
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
自
身
と
よ
う
や
く
話
し
合
い
の
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
（
９０
）

き
た
。
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し
か
し
こ
の
会
談
は
、
や
が
て
ゼ
ー
ク
ト
と
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
人
間
的
関
係
の
決
裂
へ
と
導
く
も
の
と
な
る
。

六
月
六
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
南
京
を
あ
と
に
し
、
貴
賓
列
車
で
北
京
へ
向
か
っ
た
。
途
中
山
東
の
泰
安
で
下
車
し
、
か
ご
に
乗
っ
て
泰

山
へ
の
六
時
間
の
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
だ
。
さ
ら
に
翌
日
自
動
車
で
曲
阜
へ
向
か
い
、
孔
廟
を
訪
れ
て
い
る
。
六
月
九
日
、

ゼ
ー
ク
ト
は
よ
う
や
く
北
京
に
到
着
（
９１
）

し
た
。

北
京
で
の
ゼ
ー
ク
ト
の
お
も
な
行
動
は
、
観
光
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
公
使
は
ゼ
ー
ク
ト
訪
問
の
政
治
的
意

味
を
で
き
る
だ
け
薄
め
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
を
尽
く
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
ゼ
ー
ク
ト
を
わ
ざ
わ
ざ
北
京
の
外
交
団
お
よ
び

北
京
駐
在
の
各
国
武
官
に
引
き
合
わ
せ
る
と
と
も
に
、
ゼ
ー
ク
ト
の
旅
行
を
「
慰
安
旅
行
」
と
紹
介
し
て
い
た
の
で
（
９２
）

あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
思
惑
に
も
か
か
わ
ら
ず
ゼ
ー
ク
ト
は
、
北
京
に
駐
屯
し
て
い
る
中
国
軍
部
隊
の
視
察
を
行
い
、

さ
ら
に
軍
政
部
長
何
応
欽
、
行
政
院
駐
平
政
務
整
理
委
員
会
委
員
長
黄
郛
、
外
交
部
常
務
次
長
劉
崇
傑
な
ど
の
中
国
高
官
と
も
会
談
の

機
会
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
数
多
い
訪
問
者
の
中
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
親
独
的
冒
険
家
ス
ヴ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン(Sven

H
edin)

の
姿
も
あ
（
９３
）

っ
た
。

こ
う
し
て
「
偉
大
な
（
９４
）

北
京
」
で
の
生
活
を
堪
能
す
る
な
か
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、
�將
介
石
の
依
頼
に
応
じ
、
中
国
軍
の
再
編
成
に
関
す
る

覚
書
を
記
し
て
（
９５
）

い
た
。
そ
の
覚
書
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

ま
ず
ゼ
ー
ク
ト
は
、
大
規
模
な
軍
隊
を
性
急
に
建
設
す
る
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
小
規
模
な
が
ら
良
く
訓
練
さ
れ
、
良
い
装
備
を

与
え
ら
れ
た
軍
隊
を
創
出
す
る
こ
と
に
労
力
を
集
中
す
べ
き
で
あ
る
と
強
く
主
張
す
る
。
中
国
に
は
軍
人
が
少
な
す
ぎ
る
の
で
は
な

く
、
多
す
ぎ
る
。
軍
閥
的
軍
人
が
相
互
に
対
抗
し
な
が
ら
活
動
し
て
お
り
、
彼
ら
の
下
に
あ
る
膨
大
な
兵
員
を
訓
練
す
る
の
は
不
可
能

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
指
揮
系
統
の
扱
い
や
将
校
団
の
地
位
に
関
し
て
も
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
治
権
力
は
�將
介
石
の
指
揮
の
下
に
あ
る
軍

隊
に
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
将
校
の
任
用
も
、
個
々
の
師
団
の
将
軍
た
ち
に
委
ね
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
全
国
に
適
用
さ
れ
る
統
一
的
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な
原
則
に
基
づ
い
て
、
か
つ
個
々
の
将
軍
の
利
害
に
か
か
わ
ら
ず
断
固
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
上
位
の
基
本
原
理
は

国
家
の
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
満
洲
事
変
」
の
際
の
よ
う
に
、
国
家
機
関
が
同
時
並
行
的
に
行
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
決
し
て
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
欠
点
を
有
効
に
除
去
す
る
た
め
、
ゼ
ー
ク
ト
は
「
教
導
旅(L

ehrbrigade)

」
の
創
設
を
提
案
す
る
。
し
か
も
教
導
旅
は
、

軍
隊
を
直
接
訓
練
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
軍
の
中
上
級
機
関
で
任
務
に
就
い
て
い
る
将
校
た
ち
に
対
し
持
続
的
な
教
育
を
与
え
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
教
育
は
、
い
ま
ま
で
の
教
育
の
欠
点
を
克
服
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
と
も
に
、
現
在
南
京
で
ド
イ
ツ
軍
事
顧

問
団
の
下
で
育
っ
て
い
る
若
手
将
校
の
能
力
の
向
上
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
教
導
旅
は
、
二
個
歩
兵
連
隊
、
一
個
砲
兵
部
隊
、
一
個
工
兵
中
隊
、
一
個
戦
車
中
隊
、
一
個
通
信
中
隊
、
一
個
騎
兵
中
隊

か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
教
導
旅
に
は
経
験
を
積
ん
だ
上
級
将
校
か
ら
な
る
顧
問
団
本
部
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
教

育
目
的
の
た
め
、
一
定
数
の
若
い
将
校
を
配
置
す
る
べ
き
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
教
導
旅
に
は
質
的
に
高
度
な
兵
器
を
十
分
に
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
ま
で
の
国
産
の
兵
器
は
、
大
部
分
が
不

満
足
な
も
の
な
の
で
、
さ
し
あ
た
り
兵
器
は
外
国
か
ら
輸
入
す
べ
き
で
あ
る
が
、
で
き
れ
ば
独
自
の
兵
器
工
場
を
中
国
に
建
設
す
る
べ

き
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
兵
器
会
社
に
計
画
を
立
て
さ
せ
た
上
で
こ
う
し
た
兵
器
工
場
を
建
設
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
兵

器
と
弾
薬
を
輸
入
す
る
こ
と
は
、
結
局
は
高
価
に
つ
く
ば
か
り
か
、
危
険
で
さ
え
あ
り
得
る
。

現
在
中
国
で
活
動
し
て
い
る
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
は
献
身
的
に
任
務
を
こ
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
人
数
と
活
動
範
囲
は
十
分
で
は
な

く
、
実
際
に
必
要
な
こ
と
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
再
編
成
が
必
要
で
あ
（
９６
）

ろ
う
。

ゼ
ー
ク
ト
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
の
覚
書
を
、
ハ
イ
ン
ツ
お
よ
び
国
民
政
府
交
通
部
長
朱
家
�華
を
経
由
し
て
�將
介
石
に
提
出
し
た

の
で
あ
る
。
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五

ゼ
ー
ク
ト
と
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
決
裂

１

ゼ
ー
ク
ト
の
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
批
判
（
一
）―
―
中
国
事
情
へ
の
無
理
解

�將
介
石
宛
の
覚
書
を
起
草
し
た
あ
と
、
ゼ
ー
ク
ト
の
頭
を
悩
ま
せ
た
の
は
、
朱
家
�華
か
ら
報
告
さ
れ
た
中
国
国
民
政
府
、
と
り
わ
け

�將
介
石
本
人
の
ヴ
ェ
ツ
ェ
ル
へ
の
不
満
で
あ
っ
た
。
覚
書
起
草
後
、
ゼ
ー
ク
ト
は
し
ば
し
の
熟
慮
の
の
ち
、
一
九
三
三
年
六
月
三
〇
日
、

「
い
か
な
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
持
ち
た
く
な
い
」
と
の
理
由
の
も
と
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
宛
に
長
い
手
紙
を
書
く
こ
と
に
意
を
決
し

た
の
で
（
９７
）

あ
る
。
し
か
も
ゼ
ー
ク
ト
は
そ
こ
に
、
書
き
上
げ
た
ば
か
り
の
�將
介
石
宛
覚
書
を
添
付
し
て
い
た
。

ゼ
ー
ク
ト
は
ま
ず
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
が
今
回
の
中
国
訪
問
を
斡
旋
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ま
た
何
よ
り
も
南
京
の
自
宅
を
旅

舎
に
提
供
し
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
夫
人
が
心
か
ら
の
も
て
な
し
を
し
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
丁
重
に
感
謝
の
意
を
述
べ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
南
京
で
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
と
中
国
情
勢
に
関
し
て
会
談
し
た
時
に
、「
貴
下
が
私
の
コ
メ
ン
ト
と
見
解
を
好
ん
で
受

け
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
」
を
得
た
と
い
う
。
そ
こ
で
ゼ
ー
ク
ト
は
「
第
三
者
の
見
解
と
い
う
の
も
独
自
の
価
値
が
あ
る
」
と
断

っ
た
上
で
、
手
紙
で
印
象
を
記
す
こ
と
に
し
た
、
と
述
べ
る
。

ゼ
ー
ク
ト
は
手
紙
を
書
く
に
至
っ
た
動
機
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
貴
下
の
人
物
と
貴
下
の
成
果
に
関
係
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の

利
益
と
ド
イ
ツ
将
校
〔
軍
事
顧
問
団
〕
の
成
果
に
関
係
が
あ
る
」
と
率
直
に
切
り
出
す
。
ゼ
ー
ク
ト
は
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
と
の
意
見
の

相
違
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
も
し
貴
下
と
私
の
見
解
の
相
違
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
。
私
は
そ
れ
が
大
き
く

な
い
こ
と
を
願
う
」
と
、
非
常
に
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
手
紙
を
進
め
た
。

ゼ
ー
ク
ト
の
意
見
の
第
一
は
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
仕
事
上
の
人
間
関
係
、
と
り
わ
け
中
国
人
将
校
達
に
対
す
る
態
度
に
関
し
て
で
あ

っ
た
。「
貴
下
も
承
知
し
て
い
る
よ
う
に
、
貴
下
は
非
常
に
多
く
の
敵
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
」。
ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
背
景
の
一

つ
は
「
貴
下
の
仕
事
に
対
す
る
過
度
の
熱
意
」
で
あ
っ
た
。「
も
っ
と
慎
重
で
、
も
っ
と
政
治
的
で
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
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う
の
が
ゼ
ー
ク
ト
の
判
断
で
あ
っ
た
。「
中
国
事
情
や
中
国
人
に
対
す
る
貴
下
の
判
断
や
、
中
国
人
・
ド
イ
ツ
人
に
対
す
る
愛
想
の
悪

さ
と
不
用
心
さ
に
関
す
る
苦
言
が
私
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
軍
事
問
題
に
関
す
る
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
判
断
の
内
容
は
正
し
い
。「
私
は
貴
下
の
判
断
の
正
し
さ
を
疑
わ
な

い
」。
た
し
か
に
中
国
人
は
し
ば
し
ば
狡
猾
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
ゼ
ー
ク
ト
は
次
の
よ
う
に
提
言
す
る
。「
ア
ジ
ア
的
狡
猾
さ

に
対
し
、
同
様
の
手
練
手
管
を
も
っ
て
報
い
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」。
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
が
た
び
た
び
中
国
側
の
軍
事
能
力
に
つ

い
て
批
判
的
・
悲
観
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
も
、
中
国
側
の
不
満
の
原
因
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
ク
ト
は
述
べ
る
。「
貴
下
が
し
ば
し
ば

中
国
情
勢
に
対
す
る
悲
観
を
白
日
の
下
に
晒
す
こ
と
に
関
し
て
も
、
私
に
苦
情
が
提
出
さ
れ
て
（
９８
）

い
る
」。

２

ゼ
ー
ク
ト
の
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
批
判
（
二
）―
―
執
務
態
度
へ
の
批
判

ゼ
ー
ク
ト
の
批
判
の
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、第
一
の
点
と
密
接
に
関
連
す
る
が
、ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
執
務
態
度
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。

ゼ
ー
ク
ト
は
「
貴
下
は
、
私
の
考
え
で
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
を
自
分
一
人
で
行
お
う
と
し
て
い
る
」
と
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
を
批

判
す
る
。
し
か
も
ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、「
貴
下
は
仕
事
で
し
ば
し
ば
留
守
を
し
て
い
る
」
の
で
、
軍
事
顧
問
団
本
部
が
混
乱
し
て
い

る
。ヴ

ェ
ッ
ツ
ェ
ル
自
身
は
、
留
守
に
す
る
時
、
ブ
ー
ゼ
キ
ス
ト(U

lrich
von

B
usekist)

な
る
商
人
を
重
用
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の

こ
と
が
さ
ら
に
軍
事
顧
問
団
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ゼ
ー
ク
ト
は
こ
の
点
を
批
判
す
る
。「
貴
下
は
彼
〔
ブ
ー

ゼ
キ
ス
ト
〕
を
軍
事
問
題
に
も
重
用
し
て
い
る
」
が
、
ブ
ー
ゼ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
「
中
国
人
将
校
か
ら
も
『
軍
事
的
知
識
が
な
い
』

と
批
判
さ
れ
て
（
９９
）

い
る
」。
こ
う
し
た
状
態
を
克
服
す
る
た
め
、
ゼ
ー
ク
ト
は
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
「
優
秀
な
幕
僚
部
」
を
作
る
よ
う
提
案

し
て
い
る
。

ゼ
ー
ク
ト
は
、
�將
介
石
自
身
か
ら
も
、
優
秀
な
ド
イ
ツ
人
幕
僚
が
欲
し
い
と
い
う
「
同
様
の
注
文
」
を
聞
い
て
い
た
。
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
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ル
は
し
ば
し
ば
前
線
に
出
て
作
戦
指
導
に
も
口
を
出
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、「
�將
介
石
は
戦
争
指
導
で
は
な
く

軍
の
再
編
成
の
面
で
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
の
援
助
を
期
待
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ゼ
ー
ク
ト
は
続
け
る
。「
�將
介
石
は
貴
下
か

ら
独
立
し
た
軍
事
顧
問
を
欲
し
て
い
る
」。

ゼ
ー
ク
ト
に
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
際
、
�將
介
石
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ゼ
ー
ク
ト
自
身
で
あ
っ
た
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、

ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
こ
れ
を
ゼ
ー
ク
ト
の
野
望
と
理
解
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の
ゼ
ー
ク
ト
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。「
�將
介
石
は
そ
の
人
物
を
推
薦
し
て
く
れ
と
私
に
要
求
し
た
が
、
私
は
断
っ
た
。
推
薦
す
る
の
は
貴
下
の
仕
事
だ
」。

ゼ
ー
ク
ト
は
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
対
し
、「
独
立
し
た
軍
事
顧
問
」
と
し
て
、
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
旅
行
に
同
行
し
て
い
た
ハ
イ
ン
ツ
を

推
薦
す
る
。
ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、「
彼
な
ら
�將
介
石
夫
人
〔
宋
美
齢
〕
と
も
う
ま
く
ゆ
く
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
（
１００
）

っ
た
。

３

ゼ
ー
ク
ト
の
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
批
判
（
三
）―
―
軍
事
問
題

ゼ
ー
ク
ト
の
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
批
判
の
第
三
点
は
、
軍
事
顧
問
団
の
組
織
問
題
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
軍
事
顧
問
団
に
は

「
義
勇
兵
的
性
格
」
が
あ
り
、「
業
務
上
の
上
下
関
係
が
明
確
で
は
な
い
」。
し
か
も
ゼ
ー
ク
ト
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
国
防
省
も

同
様
の
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
と
ド
イ
ツ
国
防
省
の
連
絡
役
で
あ
る
ブ
リ
ン
ク
マ
ン(R

olf

B
rinckm

ann)

も
ゼ
ー
ク
ト
に
「
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
へ
の
苦
情
」
を
述
べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ゼ
ー
ク
ト
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
打
ち
明
け
て
い
る
。「
彼
〔
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
〕
は
適
切
な
人
物
を
探

す
た
め
国
防
省
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
国
防
省
は
い
さ
さ
か
不
快
感
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
貴
下
〔
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ

ル
〕
の
側
か
ら
情
報
と
い
う
形
で
の
対
価
が
払
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
〔
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
〕
は
、
中
国
情
勢
に
関

す
る
資
料
を
送
る
よ
う
貴
下
に
緊
急
に
要
求
し
て
い
る
」。
し
か
も
ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
駐
華
ド
イ
ツ
公
使
館
・
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
公

使
も
同
様
の
情
報
開
示
要
求
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
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中
国
人
将
校
を
教
育
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
ゼ
ー
ク
ト
は
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
意
見
を
述
べ
る
。
ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、「
陸
軍
大
学
」

よ
り
も
「
教
導
旅
」
を
設
立
す
る
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
ゼ
ー
ク
ト
は
、「
軍
需
産
業
の
育
成
に
は
、
私
企
業
を
導
入
せ
よ
」

と
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
提
案
す
る
。

ゼ
ー
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
�將
介
石
は
、
こ
う
し
た
面
で
も
ゼ
ー
ク
ト
に
次
の
よ
う
に
要
望
し
た
と
い
う
。「
ド
イ
ツ
で
軍
事
行
政
、
国

防
政
策
お
よ
び
会
計
監
査
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
紹
介
し
て
欲
し
い
」。
こ
う
し
た
�將
介
石
の
要
望
に
つ
い
て
、
ゼ
ー
ク
ト
は
ヴ
ェ
ッ

ツ
ェ
ル
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
れ
を
私
が
実
行
し
う
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
私
は
貴
下
の
仕
事
に
介
入
し
た
く
な
い
」。

ゼ
ー
ク
ト
は
、
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。「
貴
下
は
こ
の
手
紙
を
無
視
し
て
も
よ
い
し
、
返
答
し
な
く
て
も
結
（
１０１
）

構
だ
」。

明
ら
か
に
ゼ
ー
ク
ト
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
手
紙
を
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
不
興
を
買
う
こ
と
を
承
知
で
認
め
た
の
で
あ
る
。

六
「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
成
立
と
、
ゼ
ー
ク
ト
の
心
の
闇

１

広
東
兵
器
工
場
建
設
契
約
の
成
立

ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
宛
の
長
い
手
紙
を
書
い
た
翌
日
の
七
月
一
日
午
後
、
ゼ
ー
ク
ト
は
ふ
た
た
び
貴
賓
列
車
に
乗
っ
て
北
京
を
出
発
し
、

南
京
に
し
ば
し
立
ち
寄
り
、
さ
ら
に
上
海
へ
と
向
か
っ
た
。
南
京
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、
駅
頭
ま
で
見
送
り
に
来
た
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
、
北

京
で
の
最
後
の
日
に
書
き
あ
げ
た
手
紙
を
自
ら
手
渡
し
た
。
そ
れ
は
実
質
上
、
ゼ
ー
ク
ト
と
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
人
間
的
決
裂
の
瞬
間
で

あ
っ
た
。
駅
頭
で
の
別
れ
の
の
ち
に
手
紙
を
読
ん
だ
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
ゼ
ー
ク
ト
へ
の
怒
り
を
爆
発
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

七
月
三
日
午
後
、
ゼ
ー
ク
ト
は
上
海
に
到
着
し
、
二
日
間
を
過
ご
し
、
朱
家
�華
か
ら
�將
介
石
の
用
意
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
産
を
受
け

取
る
と
と
も
に
、
ち
ょ
う
と
上
海
に
滞
在
し
て
い
た
宋
美
齢
と
も
面
会
し
た
。
七
月
六
日
午
前
、
朱
家
�華
に
見
送
ら
れ
、
ゼ
ー
ク
ト
は

上
海
か
ら
マ
カ
オ
経
由
香
港
へ
と
向
か
っ
た
。
香
港
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、
広
州
か
ら
迎
え
に
来
た
ク
ラ
イ
ン
、
プ
ロ
イ
、
エ
ッ
ケ
ル
ト
や

陳
済
棠
の
代
理
人
ら
に
迎
え
ら
れ
た
。
七
月
一
一
日
、
彼
は
「
不
承
不
承
、
だ
が
ク
ラ
イ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
促
進
す
る
た
め
」、
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広
東
派
の
用
意
し
た
貴
賓
列
車
で
広
州
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
広
州
駅
で
は
李
宗
仁
の
代
理
人
と
し
て
張
任
民
将
軍
ら
が
出
迎
え

た
。
そ
の
後
ゼ
ー
ク
ト
、
ク
ラ
イ
ン
、
プ
ロ
イ
、
エ
ッ
ケ
ル
ト
ら
は
、
広
東
派
の
陳
済
棠
や
広
西
派
の
李
宗
仁
が
開
催
し
た
レ
セ
プ
シ

ョ
ン
に
出
席
し
、
さ
ら
に
広
州
の
ド
イ
ツ
人
ク
ラ
ブ
で
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
コ
ロ
ニ
ー
の
午
餐
会
や
ド
イ
ツ
総
領
事
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

(W
ilhelm

W
anger)

公
邸
で
の
夕
食
会
に
参
加
（
１０２
）

し
た
。

七
月
一
三
日
、
あ
ら
か
じ
め
ク
ラ
イ
ン
ら
に
よ
る
秘
密
の
予
備
交
渉
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
草
案
に
従
い
、
ク
ラ
イ
ン
と
陳
済

棠
・
李
宗
仁
と
の
間
で
兵
器
工
場
を
広
東
に
建
設
す
る
合
意
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
広
東
派
と
広

西
派
の
合
同
の
事
業
と
な
っ
た
。
翌
七
月
一
四
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
、
広
東
派
よ
り
謝
礼
と
し
て
八
三
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
受
け
取

っ
た
。
こ
う
し
た
基
本
合
意
を
受
け
、
七
月
二
〇
日
、
陳
済
棠
の
代
理
人
繆
培
南
お
よ
び
李
宗
仁
の
代
理
人
張
任
民
と
ハ
ン
ス
・
ク
ラ

イ
ン
の
間
で
正
式
契
約
が
調
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

契
約
は
、
広
東
省
清
遠
県
琶
江
口
の
南
に
以
下
の
如
き
兵
器
工
場
を
建
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
�
大
砲
工
場
（
一
八
五
万

香
港
ド
ル
）、
�
砲
弾
・
信
管
・
薬
莢
工
場
（
一
〇
七
万
五
千
香
港
ド
ル
）、
�
毒
ガ
ス
工
場
（
四
九
万
香
港
ド
ル
）、
�
防
毒
マ
ス
ク

工
場
（
六
万
五
千
香
港
ド
ル
）。
そ
の
他
の
費
用
を
含
め
、
契
約
総
額
は
約
五
五
〇
万
香
港
ド
ル
に
上
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
契

約
内
容
に
関
し
、
広
東
銀
行
お
よ
び
広
西
銀
行
が
西
南
派
の
保
証
を
引
き
受
け
た
の
で
（
１０３
）

あ
る
。

工
場
は
二
年
後
の
一
九
三
五
年
に
完
成
す
る
。
一
万
六
千
平
米
の
敷
地
を
有
し
、
三
四
〇
台
の
機
器
設
備
を
誇
る
工
場
は
、
同
年
一

二
月
、
正
式
に
「
広
東
第
二
兵
器
制
造
廠
」（
通
称
「
琶
江
兵
器
廠
」）
と
命
名
さ
れ
、
生
産
を
開
始
す
る
こ
と
に
（
１０４
）

な
る
。

２

ド
イ
ツ
外
務
省
の
「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
批
判

調
印
か
ら
約
一
〇
日
後
の
八
月
一
日
、
ク
ラ
イ
ン
は
広
州
駐
在
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
領
事
を
訪
れ
、
西
南
派
と
締
結
し
た
契
約
の
内
容
の

概
要
を
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
�
南
京
政
府
は
そ
れ
を
敵
対
的
行
動
と
判
断
す
る
だ
ろ
う
、
�
ド
イ
ツ
が
日
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本
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
と
重
大
な
紛
争
に
陥
る
危
険
が
あ
る
、
�
財
政
的
リ
ス
ク
を
負
え
る
の
か
、
と
の
三
点
で
の
批
判
を
行
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
�
の
点
に
関
し
ク
ラ
イ
ン
は
、「
南
京
に
は
根
回
し
し
て
あ
る
」
し
、「
南
京
と
広
東
の
権
力
者
の
間
で
は
秘
密
の
合
意
が
あ
る
」

の
で
「
心
配
の
必
要
は
な
い
」
と
答
え
た
。
ま
た
�
に
つ
い
て
は
、「
リ
ス
ク
は
ド
イ
ツ
の
関
係
当
局
に
よ
っ
て
慎
重
に
衡
量
さ
れ
て

い
る
」
し
、「
他
の
国
々
は
別
の
問
題
で
忙
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
危
険
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
�
に
つ
い
て
ク

ラ
イ
ン
は
、「
非
常
に
有
利
な
支
払
い
条
件
」
を
確
保
し
、
銀
行
の
保
証
も
得
た
の
で
心
配
は
な
い
、
と
の
姿
勢
を
示
し
た
。
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
は
こ
れ
に
対
し
「
反
乱
、
ク
ー
デ
タ
ー
な
ど
が
起
こ
っ
た
ら
、
い
っ
た
い
そ
ん
な
保
証
な
ど
何
の
役
に
立
つ
の
か
」
と
の
正
当

な
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
政
府
の
輸
出
振
興
策
で
あ
る
「
帝
国
欠
損
保
障
」(R

eichsgarantee)

を
申
請
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
述
べ
た
。

さ
ら
に
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
「
兵
器
輸
出
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
と
、
ク
ラ
イ
ン
は
「
兵

器
の
輸
出
で
は
な
く
、
製
造
機
械
の
輸
出
だ
か
ら
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
も
許
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、「
兵
器
製
造
機
械
が
輸
出
さ
れ
る
の
は
明
白
」
で
あ
る
か
ら
、「
帝
国
欠
損
保
障
は
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な

い
」
と
の
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
一
番
の
疑
問
は
、
な
に
よ
り
も
、「
い
っ
た
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
い
か
に
成
立
し
た
の
か
、
ド
イ
ツ
の
誰

が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
な
の
か
、
皆
目
分
か
ら
ぬ
」
点
に
あ
っ
た
。
ク
ラ
イ
ン
が
「
本
国
の
高
い
地
位
の
機
関
」
の
関
与
を
示
唆
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
や
や
先
回
り
し
て
述
べ
れ
ば
、
こ
の
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
後
に
は
、
国
防
大
臣
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク

(W
erner

von
B

lom
berg)

、
国
防
省
軍
務
局
長
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ(W

alther
von

R
eichenau)

、
陸
軍
兵
器
部
長
（
の
ち
国
防
省
国
防
経

済
幕
僚
部
長
）
ト
ー
マ
ス
ら
ド
イ
ツ
国
防
省
首
脳
の
強
い
支
持
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
広
州
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
か
ら
こ
の
報
告
を
受
け
取
っ
た
北
京
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
、
八
月
二
四
日
、
報
告
を
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ベ
ル
リ
ン
の
外
務
省
に
転
送
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。「
広
東
政
府
と
中
央
政
府
と
の
関
係
は

非
常
に
不
安
定
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
は
重
大
な
疑
念
を
呈
せ
ざ
る
を
得
（
１０５
）

な
い
」。

３

ゼ
ー
ク
ト
の
心
の
闇

西
南
派
と
の
間
で
兵
器
工
場
建
設
契
約
に
合
意
し
た
あ
と
、
七
月
一
五
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
香
港
か
ら
帰
国
の
途
に
着
い
た
。
プ
ロ
イ

は
、
当
初
は
ゼ
ー
ク
ト
と
と
も
に
ド
イ
ツ
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
予
定
を
変
更
し
、
広
州
に
残
っ
て
、
エ
ッ
ケ
ル
ト
と

と
も
に「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
事
務
を
継
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
帰
国
の
船
の
中
で
、
ゼ
ー
ク
ト
の
気
分
は
ふ
た
た
び
陰
々
滅
々

た
る
も
の
と
な
っ
た
。

ゼ
ー
ク
ト
を
悩
ま
せ
た
第
一
の
問
題
は
、
中
国
中
央
政
府＝

�將
介
石
政
権
と
西
南
派
の
間
で
の
「
二
股
政
策
」
へ
の
呵
責
で
あ
っ

た
。
七
月
一
六
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
旅
行
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
全
体
的
に
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
は
、
予
想
な
い
し

期
待
し
て
い
た
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
偉
大
な
北
京
と
楽
し
い
上
海
の
あ
と
で
、
最
後
に
広
州
へ

の
不
快
な
旅
が
待
っ
て
い
た
の
は
残
念
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
私
自
身
が
責
め
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
広
東
に
旅
行
し
た
の
は

不
都
合
で
あ
っ
た
」。「
二
重
の
課
題
は
不
都
合
だ
」。
訪
中
前
、
ゼ
ー
ク
ト
は
明
ら
か
に
中
国
中
央
政
権
と
地
方
政
権
の
関
係
を
甘
く

見
て
い
た
。
し
か
し
実
際
中
国
に
来
て
み
て
、
�將
介
石
政
権
と
西
南
派
の
対
立
が
予
想
以
上
に
厳
し
い
と
い
う
現
実
に
加
え
、
さ
ら
に

広
東
派
と
広
西
派
の
間
で
保
た
れ
て
い
る
微
妙
な
権
力
関
係
に
も
思
い
を
致
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
南
京
で
実
際

に
�將
介
石
と
会
見
し
た
時
の
印
象
は
強
烈
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
ク
ト
は
�將
介
石
の
好
意
に
反
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
責
の

念
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ゼ
ー
ク
ト
を
悩
ま
せ
て
い
た
第
二
の
問
題
は
、
か
つ
て
の
忠
誠
な
る
部
下
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
と
の
葛
藤
で
あ
っ
た
。
七
月
二
八
日
、
ゼ

ー
ク
ト
は
旅
行
日
記
に
記
し
て
い
る
。「
残
念
な
が
ら
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
私
に
ほ
と
ん
ど
満
足
し
て
い
な
い
」。
実
際
、
ゼ
ー
ク
ト
の
帰
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国
後
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
九
月
二
八
日
、
ド
イ
ツ
公
使
館
を
通
じ
、
ゼ
ー
ク
ト
の
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
宛
六
月
三
〇
日
書
簡
を
ド
イ
ツ
国
防

省
の
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
担
当
連
絡
官
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
に
送
り
、
そ
の
際
、「
こ�

の�

男�

が
中
国
で
い
か
に
私
に
困
難
を
も
た
ら
し

た
か
」（
強
調
原
文
）
を
告
発
し
て
（
１０６
）

い
た
。
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
中
で
ゼ
ー
ク
ト
は
「
閣
下
」
か
ら
「
こ
の
男
」
へ
と
転
落
し
た
。
ゼ
ー

ク
ト
の
書
簡
は
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
怒
り
に
火
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
〇
月
一
三
日
に
も
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
に
手
紙
を
送
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
痛
憤
し
て
い
た
。「
こ
の
男
に
、

か
く
も
興
味
深
い
旅
行
と
『
そ
れ
以
上
』
の
こ
と
を
与
え
て
や
っ
た
の
は
、
私
だ
。
し
か
し
こ
の
男
は
一
四
日
間
の
お
し
ゃ
べ
り
旅
行

に
お
い
て
、
ホ
テ
ル
の
窓
か
ら
、
あ
る
い
は
私
の
家
の
き
れ
い
に
飾
っ
た
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
、
中
国
の
現
状
を
把
握
し
得
た
と
思
っ
て

い
る
の
だ
。
し
か
も
私
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
覚
書
を
�將
介
石
に
渡
し
た
の
だ
。
こ
ん
な
こ
と
が
ど
う
し
て
戦
友
精
神
と
結
び
つ
く
の

か
、
私
に
は
ま
っ
た
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
（
１０７
）

な
い
」。

ゼ
ー
ク
ト
を
悩
ま
せ
て
い
た
第
三
の
問
題
は
、
妻
ド
ロ
テ
ー
の
金
銭
問
題
で
あ
っ
た
。
広
州
滞
在
中
の
七
月
一
三
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は

旅
行
日
記
に
記
し
て
い
る
。「
ま
た
し
て
も
銀
行
か
ら
金
を
引
き
出
す
ら
し
い
。
ど
の
手
紙
の
中
に
も
不
平
以
外
の
内
容
な
し
。
堪
忍

袋
の
緒
が
切
れ
る
寸
前
だ
」。
さ
ら
に
中
国
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
向
か
う
船
の
中
で
も
、
七
月
二
三
日
、
ゼ
ー
ク
ト
は
ド
ロ
テ
ー
に
電

報
を
打
ち
、「
金
の
使
い
方
に
は
気
を
つ
け
ろ
」
と
注
意
し
て
い
る
。
三
日
後
の
二
六
日
に
も
ゼ
ー
ク
ト
は
日
記
に
記
し
て
い
る
。「
金

に
関
す
る
注
意(G

eldm
ahnung)

」。
ゼ
ー
ク
ト
が
中
国
で
、
老
躯
に
鞭
を
打
ち
、
良
心
の
呵
責
に
耐
え
な
が
ら
�將
介
石
政
権
や
西
南

派
か
ら
稼
い
だ
さ
ま
ざ
ま
な
報
酬
は
、
こ
う
し
て
、
ド
ロ
テ
ー
に
よ
っ
て
、
右
か
ら
左
へ
と
浪
費
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
ゼ
ー
ク
ト
は
、
次
の
よ
う
な
呼
び
か
け
で
、
健
気
に
ド
ロ
テ
ー
宛
の
は
が
き
を
出
し
続
け
る
の
で
あ
っ
た
。「
私

の
可
愛
い
子
猫
！(L

ieber
kleiner

K
atz!)

」。
ゼ
ー
ク
ト
の
心
の
闇
は
、
暗
く
深
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

一
九
三
三
年
八
月
八
日
、
ゼ
ー
ク
ト
を
乗
せ
た
船
は
静
か
に
マ
ル
セ
イ
ユ
の
港
に
到
着
し
た
。
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お
わ
り
に
―
―
ゼ
ー
ク
ト
再
訪
中
問
題
の
浮
上

�將
介
石
は
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
を
更
迭
す
る
た
め
に
ゼ
ー
ク
ト
の
面
接
を
行
い
、
当
初
の
計
画
ど
お
り
彼
を
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
後
任
に

据
え
る
決
意
を
固
め
た
。
�將
介
石
お
よ
び
そ
の
指
示
を
受
け
た
朱
家
�華
の
催
促
は
矢
継
ぎ
早
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
ク
ト
帰
国
後
の
九
月
二

九
日
、
朱
家
�華
は
ゼ
ー
ク
ト
に
電
報
を
送
り
、「
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
関
し
て
状
況
は
耐
え
難
く
先
鋭
化
」
し
て
お
り
、「
�將
介
石
司
令
官

は
あ
な
た
に
再
会
し
た
い
と
い
う
衷
心
の
希
望
を
私
に
伝
え
た
」
と
ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
再
訪
を
要
請
し
た
の
で
（
１０８
）

あ
る
。
翌
九
月
三
〇

日
、
朱
家
�華
は
ゼ
ー
ク
ト
に
懇
切
な
書
簡
を
認
め
、
前
日
の
電
報
に
は
記
せ
な
か
っ
た
事
情
を
語
っ
た
。「
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
将
軍
と
�將

介
石
司
令
官
と
の
間
に
存
在
す
る
緊
張
関
係
は
こ
の
間
さ
ら
に
悪
化
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は
両
者
の
間
に
存
在
す
る
険
悪
な
感
情
を
除

去
す
る
た
め
仲
裁
を
試
み
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
仲
介
は
無
意
味
で
あ
る
」。
�將
介
石

は
、
朱
家
�華
経
由
で
、
ゼ
ー
ク
ト
に
次
の
よ
う
に
要
請
し
た
。「
い
ま
ま
で
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
将
軍
が
果
た
し
て
い
た
職
務
を
あ
な
た
が

果
た
し
て
欲
（
１０９
）

し
い
」。
�將
介
石
は
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
代
わ
り
、
第
四
代
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
に
就
任
す
る
た
め
、
再
訪
中
す

る
よ
う
ゼ
ー
ク
ト
に
正
式
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
�將
介
石
政
権
の
強
い
要
請
が
引
き
起
す
ゼ
ー
ク
ト
の
再
訪
中
問
題
と
、
そ
れ
に
密
接
に
絡
ん
だ
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン
の
さ

ら
な
る
暗
躍
は
、
ド
イ
ツ
「
第
三
帝
国
」
内
部
、
中
国
国
内
政
治
お
よ
び
そ
の
後
の
独
中
関
係
に
深
刻
な
波
紋
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
と

な
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
別
稿
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
１
）
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
一
九
九
二
年
、
東
京
・
千
倉
書
房
、
第
一
部
「
ナ
チ
ズ
ム
期
ド
イ
ツ
外
交
の
分
析
枠
組
」

三
―
一
一
〇
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）

Friedrich
von

R
abenau,

Seeckt.
A

us
seinem

L
eben

1918-1936,
L

eipzig:
H

ase
&

K
oehler

V
erlag

1940.
（
３
）

E
benda,

S.
677,

A
nm

.
1.

（
４
）

H
ans

M
eier-W

elcker,
Seeckt,

Frankfurt
a.

M
.:

B
ernard

&
G

raefe
V

erlag
für

W
ehrw

esen,
1967.

（
５
）

K
arl

M
ehner,

D
ie

R
olle

deutscher
M

ilitärberater
als

Interessenvertreter
des

deutschen
M

ilitarism
us

und
Im

perialism
us

in
C

hina

1928-1936,
U

nveröffentlichte
D

issertation,
U

niversität
L

eibzig
1961.

（
６
）

Jerry
B

ernard
Seps,

G
erm

an
M

ilitary
A

dvisers
and

C
hang

K
ai-shek,

1927-1938,
Ph.

D
.

D
issertation,

U
niversity

of
C

alifornia

at
B

erkeley
1972.

（
７
）

B
ernd

M
artin

(H
rsg.),

D
ie

deutsche
B

eraterschaft
in

C
hina.

M
ilitär-W

irtschaft-A
ußenpolitik,

D
üsseldorf:

D
roste

1981.

（
８
）

W
alter

E
chert,

H
A

P
R

O
in

C
hina.

E
in

B
ericht

über
E

ntstehung
und

E
ntw

icklung
des

deutsch-chinesischen
A

ustauschvertrages

1930-1937,
o.

O
,

o.
D

.
筆
者
（
田
嶋
）
は
、
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
事
務
所
に
勤
務
し
て
お
ら
れ
た
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
ク
ラ
ー
ク
女

史(Frl.
Ingeborg

K
rag)

か
ら
一
九
九
二
年
に
本
文
書
の
コ
ピ
ー
を
頂
い
た
。
ク
ラ
ー
ク
女
史
（
当
時
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
在
住
）
に
謝
意
を
表

し
た
い
。

（
９
）
馬
振
特
・
戚
如
高
『
�將
介
石
与
希
特
勒
―
―
民
国
時
期
的
中
徳
関
係
』
台
北
・
東
大
図
書
公
司

一
九
九
八
年
、
一
八
三
―
一
九
九
頁
。

（
１０
）

N
achlaß

Seeckt,
in:

B
undesarchiv-M

ilitärarchiv
Freiburg

(folgend
zitiert

als
B

A
-M

A
),

N
.

247.

（
１１
）

Sam
m

lung
” D

eutsche
B

eraterschaft
in

C
hina“,

in:
B

A
-M

A
,

M
sg.

160.

（
１２
）

N
achlaß

M
ax

B
auer,

in:
B

A
-M

A
,

N
.

41.

（
１３
）

N
achlaß

A
lexander

von
Falkenhausen,

in:
B

A
-M

A
,

N
.

246.

（
１４
）
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
以
下
の
文
書
が
重
要
で
あ
ろ
う
。Politisches

A
rchiv

des
A

usw
ärtigen

A
m

ts
(fol-

gend
zitiert

als
PA

A
A

),
Pol.

13,
C

hina.
M

ilitärangelegenheiten
1-9,

R
85698-R

85705.

（
１５
）

B
undesarchiv

L
ichterfelde

(folgend
zitiert

als
B

A
-L

),
R

9208.
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
に
つ
い
て
は
、R

9208

シ
リ
ー
ズ
の2241

か
ら2250

(D
eutsche

m
ilitärische

B
erater

bei
der

chinesischen
N

ationalregierung)

が
と
く
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

（
１６
）
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
史
料
叢
刊
『
徳
国
外
交
档
案

一
九
二
八
―
一
九
三
八
年
之
中
徳
関
係
』
台
北
・
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
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所
、
一
九
九
一
年
。
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
（
編
）『
中
徳
外
交
密
档

一
九
二
七
―
一
九
四
七
』
桂
林
・
広
西
師
範
大
学
出
版
社

一
九

九
四
年
。Mechthild

L
eutner

(H
rsg.),

Q
uellen

zur
G

eschichte
der

deutsch-chinesischen
B

eziehungen
1897

bis
1995,

B
erlin:

A
kade-

m
ie

V
erlag

1997-.

（
１７
）

B
iographisches

W
örterbuch

zur
deutschen

G
eschichte,

D
ritter

B
and:

S-Z
,

M
ünchen:

A
.

Francke
V

erlag
1975,

S.
2614-2616.

ゼ
ー
ク
ト
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、R

abenau,
Seeckt;

M
eier-W

elcker,
Seeckt

を
参
考
に
し
た
。
和
文
で
は
、
以
下
の
論
文
が
ゼ
ー
ク
ト
の

政
治
的
・
軍
事
的
活
動
の
特
定
の
側
面
を
扱
っ
て
い
る
。
山
口
定
「
グ
レ
ー
ナ
ー
路
線
と
ゼ
ー
ク
ト
路
線
」
立
命
館
大
学
『
人
文
科
学
研
究

所
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
六
二
年
五
月
、
七
三
―
一
四
三
頁
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
軍
部
に
関
す
る
以
下
の
著
書
・
翻
訳
で
も
ゼ
ー
ク
ト
に
関
す

る
言
及
は
多
い
。
室
潔
『
ド
イ
ツ
軍
部
の
政
治
史

一
九
一
四
―
一
九
三
三
』
東
京
・
早
稲
田
大
学
出
版
部

一
九
八
九
年
。
ウ
ィ
ー
ラ
ー

・
ベ
ネ
ッ
ト
、
山
口
定
訳
『
国
防
軍
と
ヒ
ト
ラ
ー

一
九
一
八
―
一
九
四
五
』
東
京
・
み
す
ず
書
房
（
新
版
）
二
〇
〇
二
年
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー

・
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
、
守
屋
純
訳
『
ド
イ
ツ
参
謀
本
部
興
亡
史
』
東
京
・
学
習
研
究
社

一
九
九
八
年
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
和
文
文
献
で
は
、

ゼ
ー
ク
ト
の
中
国
訪
問
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
（
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
）
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
１８
）
陳
紅
民
（
光
田
剛
訳
）「
矛
盾
の
連
合
体
―
―
胡
漢
民
・
西
南
政
権
と
広
東
実
力
派
（
一
九
三
二
―
一
九
三
六
年
）」、
松
浦
正
孝
編
著
『
昭

和
・
ア
ジ
ア
主
義
の
実
像
』
京
都
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
〇
七
年
、
七
八
頁
。

（
１９
）
姜
�
亜
「
一
九
三
〇
年
代
陳
済
棠
政
権
の
製
糖
業
建
設
」『
近
き
に
在
り
て
』
第
三
〇
号
、
一
九
九
六
年
一
一
月
。

（
２０
）
施
家
順
『
両
広
事
変
之
研
究
』
高
雄
・
復
文
図
書
出
版
社

一
九
九
二
年
、
三
二
―
三
三
頁
。

（
２１
）
『
李
宗
仁
回
憶
録
』
下
、
上
海
・
華
東
師
範
大
学
出
版
社

一
九
九
五
年
、
四
七
六
頁
。
施
家
順
『
両
広
事
変
之
研
究
』
二
九
―
三
〇
頁
。

な
お
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
口
述
歴
史
叢
書
�
『
白
崇
禧
先
生
訪
問
紀
録
』
台
北
・
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所

一
九
八
四
年
、

に
は
こ
の
こ
ろ
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
広
西
の
近
代
化
政
策
全
般
に
つ
い
て
、
朱
浤
源
『
従
変
乱
到
軍
省
―
―
広
西
的
初
期
現

代
化

一
八
六
〇
―
一
九
三
七
』
台
北
・
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所

一
九
九
五
年
、
参
照
。

（
２２
）
陳
紅
民
前
掲
論
文
参
照
。

（
２３
）
施
家
順
『
両
広
事
変
之
研
究
』
三
五
頁
。
羅
敏
（
光
田
剛
訳
）「
福
建
事
変
前
後
の
西
南
と
中
央
―
―
対
立
か
ら
交
渉
へ
」
松
浦
正
孝
前

掲
編
著
『
昭
和
・
ア
ジ
ア
主
義
の
実
像
』
所
収
。

（
２４
）
羅
敏
前
掲
論
文
一
一
七
頁
。

（
２５
）
『
李
宗
仁
回
憶
録
』
上
下
。
施
家
順
『
両
広
事
変
之
研
究
』。
蘆
溝
橋
事
件
勃
発
後
の
広
西
に
つ
い
て
、
参
照
、
ダ
イ
ア
ナ
・
ラ
リ
ー
「
戦
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争
の
地
域
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
―
―
広
西
、
一
九
三
七
年
―
一
九
四
五
年
」
姫
田
光
義
・
山
田
辰
雄
編
『
中
国
の
地
域
政
権
と
日
本
の
統
治
』

東
京
・
慶
應
大
学
出
版
会

二
〇
〇
六
年
。

（
２６
）
日
本
語
で
は
、
デ
ー
タ
は
旧
い
が
、
差
し
あ
た
り
鹿
毛
達
雄
「
独
ソ
軍
事
協
力
関
係
（
一
九
一
九
―
一
九
三
三
）」『
史
学
雑
誌
』
第
七
四

編
第
六
号
（
一
九
六
五
年
）、
一
―
四
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２７
）

Schussler,
” D

er
K

am
pf

der
deutschen

M
arine

gegen
V

ersailles
1919-1935“,

bearbeitet
von

K
apitän

zur
See

Schüssler,
B

erlin

1937,
N

ürnberger
D

okum
ent

156-C
,

in:
D

er
P

rozeß
gegen

die
H

auptkriegsverbrecher
vor

dem
Internationalen

M
ilitärgerichts-

hof
N

ürnberg,
N

ürnberg
(s.

n.)
1948,

B
d.

34,
S.

530-607;
B

erthold
J.

Sander-N
agashim

a,
D

ie
deutsch-japanischen

M
arinebezie-

hungen
1919

bis
1942,

H
am

burg:
U

niversität
H

am
burg

1998;
John

W
.

C
hapm

an,
“Japan

and
G

erm
an

N
aval

Policy
1919-1945”,

in:
Josef

K
reier

(H
rsg.),

D
eutschland-Japan.

H
istorische

K
ontakte,

B
onn:

B
ouvier

V
erlag

H
erbert

G
rundm

ann
1984;

H
H

K

ド
キ

ュ
メ
ン
ト
昭
和
取
材
班
編
『
オ
レ
ン
ジ
作
戦
』
東
京
・
角
川
書
店

一
九
八
六
年
、
と
く
に
「
日
独
合
作
伊
号
潜
水
艦
」、
八
六
―
一
〇
六

頁
。

（
２８
）

” Schlußw
ort

des
B

erichtes
der

C
hina-Studienkom

m
ission

des
R

eichsverbandes
der

D
eutschen

Industrie
vom

N
ovem

ber
1930“,

in:
B

ernd
M

artin,
D

ie
deutsche

B
eraterschaft

in
C

hina,
D

okum
ent

N
r.

6,
S.

362-378.

（
２９
）
参
照
、
田
嶋
信
雄
「
孫
文
の
『
中
独
ソ
三
国
連
合
』
構
想
と
日
本

一
九
一
七
―
一
九
二
四
年
―
―
『
連
ソ
』
路
線
お
よ
び
『
大
ア
ジ
ア

主
義
』
再
考
―
―
」
服
部
龍
二
・
後
藤
春
美
・
土
田
哲
夫
（
編
）『
戦
間
期
の
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
』
東
京
・
中
央
大
学
出
版
会

二
〇
〇

七
年
、
三
―
五
二
頁
。

（
３０
）

M
em

orandum
des

chinesischen
A

ufbaum
inisters

S
un

K
e

vom
8.

Juni
1928,

in:
B

ernd
M

artin
(H

rsg.),
D

eutsch-chinesische

B
eziehungen

1928-1937,
B

erlin:
A

kadem
ie

V
erlag

2003,
D

ok.
N

r.
1,

S.
65-66;

W
illiam

C
.

K
irby,

G
erm

any
and

R
epublican

C
hina,

S
tanford:

Stanford
U

niversity
P

ress
1984,

pp.
63-64.

（
３１
）

K
irby,

G
erm

any
and

R
epublican

C
hina,

pp.53-54.

（
３２
）

B
rief

des
M

ajors
M

ayer-M
ader

an
den

Stabschef
des

SS
R

öhm
m

it
B

ericht
seines

Sohnes,
des

H
ptm

.
a.

D
.

A
ndreas

M
ayer-

M
ader

betr.
W

affenherstellung
in

C
hina

unter
deutscher

R
egie

(Provinz
K

w
ansi

1933)
vom

20.
M

ärz
1933,

in:
B

A
-M

A
,

M
sg.

160/11.

（
３３
）

E
benda.

こ
の
時
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
が
い
か
な
る
計
画
を
有
し
、
中
国
の
い
か
な
る
勢
力
を
代
表
し
、
ゼ
ー
ク
ト
以
外
の
い
か
な
る

ゼークトの中国訪問 一九三三年
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相
手
と
交
渉
し
て
い
た
か
は
、
残
念
な
が
ら
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
３４
）

E
benda.

中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会
編
『
馬
君
武
先
生
文
集
』
台
北
・
中
央
文
物
供
応
社

一
九
八
四
年
、
に
は
、
兵
器
工

場
建
設
に
係
わ
る
ド
イ
ツ
と
の
接
触
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
３５
）

M
ayer-M

ader
an

R
öhm

vom
20.

M
äz

1933,
a.

a.
O

.
（
３６
）

E
benda:

E
chert,

H
A

P
R

O
in

C
hina,

S.
11.

（
３７
）
ク
ラ
イ
ン
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
一
九
三
三
年
一
一
月
二
七
日
の
ド
イ
ツ
外
務
省
に
よ
る
調
査
報
告
を
参
照
の
こ
と
。A

ufzeichnung
des

L
egationsrates

A
ltenburg

vom
27.

N
ovem

ber
1933,

in:
A

D
A

P
,

Serie
C

,
B

d.
II,

D
ok.

N
r.

89,
S.

151-152.

（
３８
）

M
ayer-M

ader
an

R
öhm

vom
20.

M
ärz

1933,
a.

a.
O

.

（
３９
）

E
benda.

（
４０
）

E
benda.

（
４１
）

D
er

C
hef

des
Stabes,

H
eeresw

affenam
t,

O
berstleutnant

T
hom

as
an

das
A

usw
ärtige

A
m

t
(folgend

zitiert
als

A
A

)
vom

13.

Januar
1933,

in:
PA

A
A

,
O

stasien,
A

llgem
eines,

A
ug.

1932-M
ai

1936,
M

ikrofilm
6691/H

098120.

（
４２
）

M
ayer-M

ader
an

R
öhm

vom
20.

M
ärz

1933,
a.

a.
O

.

外
交
政
策
過
程
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
が
自
ら
の
行
動
を
し
ば
し
ば
「
国
益
」

の
た
め
で
あ
る
と
主
張
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
傾
向
に
つ
い
て
、
参
照
、
田
嶋
信
雄
前
掲
『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
一
〇
一
頁
。

（
４３
）

M
ayer-M

ader
an

R
öhm

vom
20.

M
ärz

1933,
a.

a.
O

.

（
４４
）

E
benda.

（
４５
）

E
benda.

外
交
政
策
過
程
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
個
人
的
利
益
」
に
つ
い
て
、
参
照
、
田
嶋
信
雄
前
掲

『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
九
六
―
九
七
頁
。

（
４６
）

M
ayer-M

ader
an

R
öhm

vom
20.

M
ärz

1933,
a.a.O

.

（
４７
）

E
benda.

（
４８
）

D
as

A
A

an
die

R
eichskanzlei

vom
16.

N
ovem

ber
1933,

in:
PA

A
A

,
R

85703,
64018.

た
だ
し
、
手
紙
は
内
閣
官
房
に
は
届
け
ら

れ
な
か
っ
た
。D

er
Staatssekretär

in
der

R
eichskanzlei

an
das

A
A

vom
20.

N
ovem

ber
1933,

ebenda.

一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
に
ナ
チ
ス
が
権
力
を
掌
握
す
る
と
、
極
東
政
策
を
め
ぐ
り
、
マ
イ
ア
ー
�
マ
ー
ダ
ー
の
よ
う
に
、
多
く
の
政
治

的
・
経
済
的
投
機
分
子
が
ナ
チ
ス
権
力
に
す
り
寄
る
現
象
が
見
ら
れ
た
。
対
「
満
洲
国
」
政
策
に
お
け
る
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ハ
イ
エ
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(Ferdinand
H

aye)

、
対
日
政
策
を
め
ぐ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ハ
ッ
ク(Friedrich

H
ack)

な
ど
が
典
型
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
エ
に
つ
い
て
、

参
照
、
田
嶋
信
雄
前
掲
『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』、
ハ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
大
木
毅
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
ッ
ク
と
日
本
海
軍
」『
国

際
政
治
』
第
一
〇
九
号
（
一
九
九
五
年
）、
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ズ
ム
極
東
戦
略
』
東
京
・
講
談
社

一
九
九
七
年
。

（
４９
）

M
ayer-M

ader
an

R
öhm

vom
20.

M
ärz

1933,
a.a.O

.
（
５０
）

E
benda.

（
５１
）
田
嶋
信
雄
前
掲
「
孫
文
の
『
中
独
ソ
三
国
連
合
』
構
想
と
日
本
」
一
七
頁
参
照
。

（
５２
）

D
as

A
A

an
die

R
eichskanzlei

vom
5.

D
ezem

ber
1931,

in:
B

A
-L

,
R

43
I

57/S.
25.

（
５３
）

W
etzell

an
Seeckt

vom
14.

M
ärz

1932,
in:

B
A

-M
A

,
N

247/133,
B

l.
3-4.

（
５４
）
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ネ
ー
『「
満
州
国
」
見
聞
記
』
東
京
・
新
人
物
往
来
社

一
九
八
八
年
、
参
照
。

（
５５
）
王
聿
均
・
孫
斌
合
編
『
朱
家
�華
先
生
言
論
集
』
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
史
料
叢
刊
（
三
）、
台
北
・
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所

一
九
七
七
年
、
で
は
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
と
の
接
触
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
５６
）
�將
介
石
致
劉
文
島
電
、
一
九
三
二
年
五
月
一
五
日
、
�將
介
石
档
案

籌
筆
一
、
〇
五
二
〇
四
、
国
史
館
。

（
５７
）
�將
介
石
致
朱
家
�華
簡
、
一
九
三
二
年
七
月
三
一
日
、
�將
介
石
档
案

籌
筆
一
、
〇
五
三
九
一
、
国
史
館
。

（
５８
）

M
ichelsen

an
den

G
esandten

in
Peping

T
rautm

ann
vom

11.
A

pril
1933,

in:
A

D
A

P
,

Serie
C

,
B

d.
I,

D
ok.

N
r.

156,
S.

287.

（
５９
）

W
etzell

an
Seeckt

vom
29.

M
ai

1932,
in:

B
A

-M
A

,
N

247/133.

（
６０
）

W
etzell

an
Seeckt

vom
3.

A
ugust

1932,
in:

B
A

-M
A

,
N

247/133.

（
６１
）

A
ufzeichnung

von
B

ülow
vom

8.
N

ovem
ber

1933,
in:

A
D

A
P

,
Serie

C
,

B
d.

II,
D

ok.
N

r.
48,

S.
82-84.

（
６２
）

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

30.
D

ezem
ber

1933,
in:

A
D

A
P

,
Serie

C
,

B
d.

II,
D

ok.
N

r.
157,

S.
284-286.

（
６３
）
�將
介
石
致
朱
家
�華
簡
、
一
九
三
二
年
七
月
三
一
日
、
�將
介
石
档
案

籌
筆
一
、
〇
五
三
九
一
、
国
史
館
。

（
６４
）
�將
介
石
致
朱
孔
陽
（
部
長
）、
一
九
三
二
年
一
〇
月
一
五
日
、
�將
介
石
档
案

籌
筆
一
、
〇
五
六
一
一
、
国
史
館
。

（
６５
）

A
ufzeichnung

V
ölkers

vom
3.

A
pril

1933,
in:

PA
A

A
,

M
ikrofilm

A
A

/8985/E
630037.

（
６６
）
田
嶋
信
雄
前
掲
「
孫
文
の
『
中
独
ソ
三
国
連
合
』
構
想
と
日
本
」
二
〇
―
二
三
頁
参
照
。

（
６７
）
北
京
師
範
大
学
・
上
海
市
档
案
館
編
『
�將
作
賓
日
記
』
南
京
・
江
蘇
古
籍
出
版
社

一
九
九
〇
年
、
一
五
一
―
一
五
二
頁
、
一
九
三
〇
年

三
月
一
日
条
。
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（
６８
）

Schubert
an

die
deutsche

G
esandtschaft

Peping
vom

25.
Februar

1930,
in:

R
A

A
A

,
M

ikrofilm
A

A
/3088H

/624096.

（
６９
）

B
ülow

an
den

O
bersten

von
B

redow
,

R
eichsw

ehrm
inisterium

,
vom

10.
D

ezem
ber

1932,
in:

PA
A

A
,

O
stasien

A
llgem

eines,
A

u-

gust
1932-M

ai
1936,

M
ikrofilm

A
A

/6691/
H

098097-99.

（
７０
）

W
etzell

an
B

rinckm
ann,

R
eichsw

ehrm
inisterium

,
vom

31.
D

ezem
ber

1932,
in:

B
A

-M
A

,
M

sg.
160/4,

B
l.

203.
（
７１
）

M
ichelsen

an
den

G
esandten

in
Peping

T
rautm

ann
vom

11.
A

pril
1933,

in:
A

D
A

P
,

Serie
C

,
B

d.
I,

D
ok.

N
r.

156,
S.

287.

（
７２
）

R
abenau,

Seeckt,
S.

677-679.

（
７３
）

T
agebucheintragung

Seeckts
vom

16.
A

pril
1933,

in:
B

A
-M

A
,

N
.

247/13;
R

abenau,
Seeckt,

S.
684;

M
eier-W

elcker,
Seeckt,

S.

649.

（
７４
）

T
agebucheintragung

Seeckts
vom

22.
A

pril
1933,

in:
B

A
-M

A
,

N
.

247/135;
R

abenau,
Seekt,

S.
685.

（
７５
）

E
ckert,

H
A

P
R

O
in

C
hina,

S.
13.

（
７６
）

M
ayer-M

ader
an

H
itler

vom
3.

Septem
ber

1933,
in:

PA
A

A
,

R
85703.

（
７７
）

E
benda.

（
７８
）

M
eier-W

elcker,
Seeckt,

S.
649.

（
７９
）

T
agebucheintragung

Seeckts
vom

6.
M

ai
1933,

in:
B

A
-B

A
,

N
.

247/135;
R

abenau,
Seeckt,

S.
686;

M
eier-W

elcker,
Seeckt,

S.

650.

（
８０
）

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

26.
A

ugust
1933,

in:
A

D
A

P
,

Serie
C

,
B

d.
I,

D
ok.

N
r.

412,
S.

764-767.

（
８１
）

E
benda.

（
８２
）
五
月
六
日
の
東
京
朝
日
新
聞
の
報
道
に
基
づ
き
、
日
本
参
謀
本
部
は
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
フ
ォ
ー
レ
ッ
チ
ュ(E

rnest
A

.
V

oretzsch)

に
対

し
「
ゼ
ー
ク
ト
が
軍
事
顧
問
と
し
て
訪
中
す
る
と
い
う
の
は
事
実
か
」
と
問
い
合
わ
せ
て
い
た
。V

oretzch
an

das
A

A
vom

9.
M

ai
1933,

in:
PA

A
A

,
R

85703,
E

601879.

ド
イ
ツ
外
務
省
は
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
ゼ
ー
ク
ト
に
訪
日
を
働
き
か
け
た
の
で
あ
る
。D

as
A

A
an

die

deutsche
B

otschaft
T

okio
vom

13.
M

ai
1933,

in:
PA

A
A

,
R

.
85703,

E
601883.

（
８３
）

D
as

A
A

an
T

rautm
ann

vom
13.

M
ai

1933,
in:

A
D

A
P

,
Serie

C
,

B
d.

I,
A

nm
erkung

der
H

erausgeber
6.

（
８４
）

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

22.
M

ai
1933,

in:
A

D
A

P
,

Serie
C

,
B

d.
I,

A
nm

erkung
der

H
erausgeber

6.

（
８５
）

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

26.
A

ugust
1933,

a.
a.

O
.
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（
８６
）

E
benda.

王
正
華
編
註
『
�將
中
正
総
統
档
案
・
事
略
稿
本
』
第
二
〇
巻
、
新
店
・
国
史
館

二
〇
〇
五
年
、
三
二
五
頁
、
一
九
三
三
年
五

月
二
八
日
条
。

（
８７
）

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

26.
A

ugust
1933,

a.
a.

O
.;

M
eyer-W

elcker,
Seeckt,

S.
652.

（
８８
）

D
r.

C
hu

C
ia

H
ua

an
Seeckt

vom
4.

Juni
1933,

in:
B

A
-M

A
,

N
.

247/133,
B

l.
13-14.

（
８９
）
�將
介
石
（
南
昌
行
営
）
致
何
応
欽
電
、
一
九
三
三
年
六
月
一
五
日
、
�將
介
石
档
案

籌
筆
一
、
○
六
四
七
一
、
国
史
館
。

（
９０
）

M
eier-W

elcker,
Seeckt,

S.
653.

（
９１
）

E
benda.

（
９２
）

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

26.
A

ugust
1933,

a.
a.

O
.

（
９３
）

M
eier-W

elcker,
Seeckt,

S.
653-654.

（
９４
）

T
agebucheintragung

Seeckts
vom

16.
Juli

1933,
in:

B
A

-B
A

,
N

.
247/135;

R
abenau,

Seeckt,
S.

687:
M

eier-W
elcker,

Seeckt,
S.

658.

（
９５
）

” D
enkschrift

Seeckt
zur

R
eorganisation

der
chinesischen

A
rm

ee
vom

Juni
1933

für
C

hang
K

ai-shek“,
in:

B
ernd

M
artin

(H
rsg.),

D
ie

deutsche
B

eraterschaft
in

C
hina,

D
okum

ent
N

r.
11,

S.
383-394.

こ
の
文
書
の
註
１
（
三
九
二
頁
）
に
記
さ
れ
た
マ
ル

テ
ィ
ン
教
授
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ー
ク
ト
は
六
月
二
一
日
に
覚
書
を
書
き
終
え
、
七
月
四
日
に
朱
家
�華
に
渡
し
、
�將
介
石
に
提
出
す
る
よ

う
依
頼
し
て
い
る
。

（
９６
）

E
benda.

以
下
に
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
公
使
に
よ
る
要
約
が
あ
る
。T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
26.

A
ugust

1933,
in:

A
D

A
P

,
Serie

C
,

B
d.

1,
D

ok.
N

r.
412,

S.
764-767.

（
９７
）

Seeckt
an

W
etzell

vom
30.

Juni
1933,

in:
B

A
-B

A
,

M
sg

160/4,
B

l.
13-21.

（
９８
）

E
benda.

（
９９
）

U
lrich

von
B

usekist,
” E

rinnerungen
an

m
eine

C
hinajahre“

（
私
家
版
）
は
ブ
ー
ゼ
キ
ス
ト
に
よ
る
弁
明
の
文
書
で
あ
る
が
、
無
批
判

に
は
信
用
で
き
な
い
。
筆
者
は
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
ク
ラ
ー
ク
女
史
（
註
８
参
照
）
所
蔵
の
本
文
書
を
コ
ピ
ー
さ
せ
て
頂
い
た
。

（
１００
）

E
benda.

こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
と
宋
美
齢
の
関
係
が
良
好
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
１０１
）

E
benda.

（
１０２
）

E
ckert,

H
A

P
R

O
in

C
hina,

S.
14;

D
eutsches

G
eneralkonsuat

C
anton

an
das

A
A

vom
19.

Juli
1933,

in:
PA

A
A

,
R

85703,
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E
601891-92.

（
１０３
）
「
克
蘭
与
両
広
当
局
簽
訂
之
《
中
徳
交
換
貨
品
合
約
》」（
一
九
三
三
年
七
月
二
〇
日
）、
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
編
『
中
徳
外
交
密
档
（
一

九
二
七
―
一
九
四
七
）』
桂
林
・
広
西
師
範
大
学
出
版
社

一
九
九
四
年
、
四
六
〇
―
四
六
五
頁
。
な
お
、
広
西
派
が
独
自
に
進
め
て
い
た

軍
事
工
場
建
設
計
画
に
つ
い
て
交
渉
す
る
た
め
、
三
三
年
七
月
一
日
に
ク
ラ
イ
ン
が
南
寧
に
到
着
し
た
が
、「
ク
ラ
イ
ン
氏
が
か
つ
て
の
立

場
に
固
執
し
た
た
め
」、
広
西
派
と
の
建
設
計
画
合
意
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。A

.
M

ayer
M

ader
an

H
itler

vom
3.

Septem
ber

1933,
in:

PA
A

A
,

R
85703.

広
西
派
は
ク
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
独
自
の
軍
事
工
場
建
設
を
す
す
め
る
計
画
を
さ
し
あ
た
り
断
念
し
、「
西
南
派
」
と
し
て

広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
加
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
１０４
）
�
演
存
「
琶
江
兵
工
廠
建
立
始
末
」、
広
州
市
政
協
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
南
天
歳
月
―
―
陳
済
棠
主
粤
時
期
見
聞
実
録
』（
広
州
文

史
資
料
第
三
七
輯
）
広
州
・
広
東
人
民
出
版
社

一
九
八
七
年
、
一
六
一
―
一
六
七
頁
。
�
演
存
は
当
時
琶
江
兵
工
廠
建
設
事
務
所
主
任
と

し
て
工
場
建
設
の
事
務
処
理
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
、
李
滔
・
陸
洪
洲
編
『
中
国
兵
工
企
業
史
』
北
京
・
兵
器
工
業
出
版
社

二
〇
〇
三
年
、

一
五
二
―
一
五
四
頁
、
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
１０５
）

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

18.
Septem

ber
1933,

in:
A

D
A

P
,

Serie
C

,
B

d.
I,

D
ok.

N
r.

436,
S.

801-803.

（
１０６
）

W
etzell

an
B

rinckm
ann

vom
28.

Septem
ber

1933,
in:

B
A

-M
A

,
M

sg.
160/4,

B
l.

90-95.

（
１０７
）

W
etzell

an
B

rinckm
ann

vom
13.

O
ktober

1933,
in:

B
A

-M
A

,
M

sg.
160/4,

B
l.

79-80.

（
１０８
）

T
elegram

m
des

H
erren

M
inister

C
hu

C
ia

H
ua

vom
29.

Septem
ber

1933
aus

Shanghai,
B

A
-M

A
,

N
247/133,

B
l.

30.

（
１０９
）

C
hu

C
ia

H
ua

an
Seeckt

vom
30.

Septem
ber

1933,
in:

B
A

-M
A

,
N

247/133,
B

l.
31-32.

（
た
じ
ま
・
の
ぶ
お＝

本
学
教
授
）
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